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(57)【要約】
本発明の内視鏡の操作機構は、軸Ａｘ周りに回転する第
１操作部材４と、軸周りの回転で第１操作部材を回転規
制する第２操作部材５と、第１操作部材の回転を許容す
る第１位置と第１位置から軸方向に離れて第１操作部材
を回転規制する第２位置の間で移動する可動部材２２と
、可動部材に対し軸方向に離れて設けられる支持部材２
４と、可動部材が第１位置から第２位置に移動する際、
支持部材と可動部材の間で圧縮変形し第１操作部材の回
転に摩擦力を付与し第１操作部材を回転規制する摩擦部
材２３と、可動部材に当接するカム面１２６を有し第２
操作部材からの外部入力を受け可動部材を第１位置と第
２位置の間で移動させるカム部材２６と、カム部材を第
１，第２位置にて保持するクリック機構１０５を備え、
カム面による可動部材の軸方向の移動量は可動部材が摩
擦部材を圧縮する途中で緩やかになる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡に設けられ、所定の軸周りへの回転操作により当該内視鏡の操作を行う第１の操
作部材と、
　上記内視鏡に設けられ、上記所定の軸周りへの回転操作により上記第１の操作部材の回
転規制を行う第２の操作部材と、
　上記第１の操作部材の内部に設けられ、上記第１の操作部材の回転を許容する第１の位
置と、上記第１の位置から上記所定の軸に沿う方向に離間して上記第１の操作部材の回転
を規制する第２の位置との間で移動可能な可動部材と、
　上記可動部材に対して上記所定の軸に沿う方向に所定の間隔を置いて設けられる支持部
材と、
　上記支持部材と上記可動部材との間に設けられ、上記可動部材が上記第１の位置から上
記第２の位置へと移動する際に上記支持部材と上記可動部材との間で圧縮されて変形し、
上記第１の操作部材の回転に摩擦力を付与して上記第１の操作部材の回転を規制する摩擦
部材と、
　上記所定の軸に対して傾斜して設けられ上記可動部材の一部に当接するカム面を有し、
上記第２の操作部材を介した外部からの操作入力を受けて上記可動部材を上記第１の位置
と上記第２の位置との間で移動させるカム部材と、
　上記カム部材を上記第１の位置又は上記第２の位置において保持するクリック機構と、
　を具備し、
　上記カム面による上記可動部材の上記所定の軸に沿う方向の移動量は、上記可動部材が
上記摩擦部材を圧縮する途中で緩やかになるように変化することを特徴とする内視鏡の操
作機構。
【請求項２】
　上記第１の操作部材は、上記内視鏡における湾曲部を動作させるための回転ノブである
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡の操作機構。
【請求項３】
　上記カム部材は、上記所定の軸周りに沿って円筒状に形成されていることを特徴とする
請求項１に記載の内視鏡の操作機構。
【請求項４】
　上記カム部材の上記カム面は二つの傾斜面を備えていることを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡の操作機構。
【請求項５】
　上記カム部材の上記カム面は曲面によって形成されていることを特徴とする請求項１に
記載の内視鏡の操作機構。
【請求項６】
　請求項１～請求項５のいずれか一つに記載の内視鏡の操作機構を備えたことを特徴とす
る内視鏡。
【請求項７】
　内視鏡に設けられ、所定の軸周りへの回転操作により当該内視鏡の操作を行う第１の操
作部材と、
　上記内視鏡に設けられ、上記所定の軸周りへの回転操作により上記第１の操作部材の回
転規制を行う第２の操作部材と、
　上記第１の操作部材の内部に設けられ、上記第１の操作部材の回転を許容する第１の位
置と、上記第１の位置から上記所定の軸に沿う方向に離間して上記第１の操作部材の回転
を規制する第２の位置との間で移動可能な可動部材と、
　上記可動部材に対して上記所定の軸に沿う方向に所定の間隔を置いて設けられる支持部
材と、
　上記支持部材と上記可動部材との間に設けられ、上記可動部材が上記第１の位置から上
記第２の位置へと移動する際に上記支持部材と上記可動部材との間で圧縮されて変形し、
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上記第１の操作部材の回転に摩擦力を付与して上記第１の操作部材の回転を規制する摩擦
部材と、
　上記所定の軸に対して傾斜して設けられ上記可動部材の一部に当接するカム面を有し、
上記第２の操作部材を介した外部からの操作入力を受けて上記可動部材を上記第１の位置
と上記第２の位置との間で移動させるカム部材と、
　上記可動部材を上記第１の位置に向けて付勢する付勢部材と、
　を具備し、
　上記カム面による上記可動部材の上記所定の軸に沿う方向の移動量は、上記可動部材が
上記摩擦部材の圧縮を開始した後に緩やかになるように変化することを特徴とする内視鏡
の操作機構。
【請求項８】
　上記第１の操作部材は、上記内視鏡における湾曲部を動作させるための回転ノブである
ことを特徴とする請求項７に記載の内視鏡の操作機構。
【請求項９】
　上記カム部材は、上記所定の軸周りに沿って円筒状に形成されていることを特徴とする
請求項７に記載の内視鏡の操作機構。
【請求項１０】
　上記カム部材の上記カム面は二つの傾斜面を備えていることを特徴とする請求項７に記
載の内視鏡の操作機構。
【請求項１１】
　上記カム部材の上記カム面は曲面によって形成されていることを特徴とする請求項７に
記載の内視鏡の操作機構。
【請求項１２】
　請求項７～請求項１１のいずれか一つに記載の内視鏡の操作機構を備えたことを特徴と
する内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内視鏡の操作部に設けられ、内視鏡の挿入部の湾曲部の湾曲操作等を行う
ための内視鏡の操作機構と、当該内視鏡の操作機構を具備する内視鏡に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、細長管形状の挿入部を有して構成される内視鏡は、例えば医療分野や工業分野等
において広く利用されている。このうち、医療分野において用いられる医療用内視鏡は、
挿入部を、例えば生体の体腔内に挿入して臓器等を観察したり、必要に応じて当該臓器等
に対し内視鏡に具備される処置具挿通チャンネル内に挿入した処置具を用いて各種の処置
を施すことができるように構成されている。
【０００３】
　また、工業分野において用いられる工業用内視鏡は、挿入部を、例えばジェットエンジ
ンや工場配管等の装置若しくは機械設備等の内部に挿入して、当該装置又は機械設備内の
傷や腐蝕等の状態を観察し検査することができるように構成されている。
【０００４】
　この種の内視鏡においては、挿入部の先端側に、湾曲自在に構成された湾曲部を具備し
て構成されているのが普通である。この湾曲部は、体腔内や管路内の屈曲部分における挿
入部の挿入性を向上させると共に、挿入部において湾曲部よりも先端側の先端部内に設け
られる観察光学系の観察方向を自在に変位させる機能を有している。
【０００５】
　従来の内視鏡において適用される湾曲部は、例えば複数の湾曲駒が挿入部の挿入方向に
沿って連結された構成により、例えば上下左右の四方向への湾曲を自在とする構成を備え
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ている。そして、湾曲部の四方向への湾曲を実現するための構成として、複数（例えば四
方向の湾曲に対応させる場合は四本）のワイヤと、操作部に設けられる湾曲操作部材及び
操作機構が設けられている。
【０００６】
　この場合において、複数のワイヤは、内視鏡の挿入部内に挿通されており、その各一端
が湾曲部の複数の湾曲駒のうちの最も先端側の先端湾曲駒に固定され、各他端は湾曲操作
部材に連結される操作機構に固定されている。そして、湾曲操作部材の所定の操作に応じ
て、複数のワイヤが牽引操作されることによって、湾曲部の上下左右の湾曲を実現してい
る。
【０００７】
　なお、湾曲操作部材としては、例えば回転操作によってワイヤの牽引を行う回転操作式
の操作部材（以下、湾曲操作ノブという）等が一般に適用されている。そして、従来の内
視鏡においては、例えば上下方向の湾曲を行う上下湾曲操作ノブと、左右方向の湾曲を行
う左右湾曲操作ノブ等、複数の湾曲操作ノブを具備する形態の内視鏡が一般に普及してい
る。
【０００８】
　また、従来の内視鏡における湾曲部は、複数の湾曲操作ノブによる正逆回転操作に応じ
て所定の方向に湾曲するように構成されているが、湾曲操作ノブによる回転操作の負荷を
解除すると、湾曲状態も解除されるように構成されている。
【０００９】
　そこで、従来の内視鏡においては、複数の湾曲操作ノブのそれぞれの回転操作を行って
湾曲部を湾曲させた際に、複数の湾曲操作ノブの操作位置を固定して、湾曲部の所望の湾
曲角度を維持するための操作部材（レバー，ノブ等）を含むエンゲージ機構を有して構成
されている。
【００１０】
　そして、このエンゲージ機構には、操作者が当該エンゲージ機構を作動させるために所
定の操作部材を操作したとき、エンゲージ状態（エンゲージオン）となったこと若しくは
エンゲージ状態が解除（エンゲージオフ）されたことを操作者に感知させる、即ちエンゲ
ージ状態のオンオフの切り換えを操作者に感知させるための工夫として、いわゆるクリッ
ク機構を備えて構成されたものがある。
【００１１】
　例えば、日本国特許第５６２９０３９号公報等によって開示されている内視鏡の操作機
構は、複数の湾曲操作ノブ（上下湾曲操作ノブ及び左右湾曲操作ノブ）を有し、エンゲー
ジカムと可動ディスクと摩擦部材とによって構成されたエンゲージ機構が開示されている
。
【００１２】
　そのエンゲージ機構は、クリック感を発生させるクリック機構を備えることによって、
エンゲージ状態のオンオフを操作者に告知するように構成されている。
【００１３】
　また、エンゲージカムをエンゲージ操作部材を用いて軸周りに回転させことによって、
当該エンゲージカムの傾斜の作用により可動ディスクを軸方向に移動させる。すると、可
動ディスクと支持部との間に配置された摩擦部材が軸方向に圧縮し変形する。これによっ
て、摩擦部材は、湾曲操作ノブに対して回転方向の摩擦負荷を付与する。したがって、当
該摩擦部材は、湾曲操作ノブの回転を規制する。
【００１４】
　この場合において、エンゲージ状態のオンオフを切り換えるためにエンゲージ操作部材
を回転操作する。このときのエンゲージ操作部材のエンゲージオンオフ操作時の回転操作
力量（回転トルク）は、内視鏡の操作性の観点からできるだけ小さくなるように設定され
ている方が望ましい。
【００１５】
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　一方、近年においては、内視鏡の操作機構、特に湾曲操作機構において、より高いエン
ゲージ保持力を求める要望がある。
【００１６】
　ところが、上記日本国特許第５６２９０３９号公報等によって開示されている従来の内
視鏡の操作機構の構成のままエンゲージ保持力を高めるために、例えばクリック機構にお
けるクリックバネの反力を大きなものにする構成や、エンゲージカムの摩擦部材への加圧
力を大きくするといった構成が採用されている。しかしながら、このような構成のみでは
、エンゲージ状態のオンオフ時に発生するクリック感が薄れてしまうという問題が生じる
。
【００１７】
　また、上記日本国特許第５６２９０３９号公報等によって開示されている従来の内視鏡
の操作機構の構成のままエンゲージ操作部材のエンゲージオンオフ切換操作時の回転操作
力量（回転トルク）を小さく抑える手段としては、例えば、エンゲージカムの回転角が大
きくなるように構成するといった対策が考えられる。
【００１８】
　ここで、エンゲージカムの回転角が大きいほど、エンゲージカムの傾斜角度を緩やかに
形成することができることは周知である。そして、エンゲージカムの傾斜角度が緩やかな
ほど、エンゲージ操作部材のエンゲージオンオフ切換操作時の回転操作力量（回転トルク
）は低く抑えることができる。
【００１９】
　しかしながら、単にエンゲージカムの回転角を大きくするように構成すると、エンゲー
ジオンオフ切換操作時に必要となるエンゲージ操作部材の回転角も大きくなってしまうの
で、内視鏡の操作性を損なってしまうという問題が生じる。
【００２０】
　したがって、内視鏡の操作機構に適用されるエンゲージ機構において、エンゲージオン
オフ切換操作時のエンゲージ操作部材の回転角は、内視鏡の操作性を損なわない所定の範
囲内となるように制限する必要がある。
【００２１】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、内視
鏡の操作機構、特に挿入部の湾曲部の湾曲操作等を行う操作機構において、内視鏡の操作
性を損なうことなく、また、エンゲージ保持力を高める構成を採った場合にも、エンゲー
ジ状態のオンオフを感知するためのクリック機構によるクリック感の明瞭化を実現するこ
とができる構成を具備した内視鏡の操作機構を提供することである。
【００２２】
　また、本発明の他の目的は、内視鏡の操作機構、特に挿入部の湾曲部の湾曲操作等を行
う操作機構において、エンゲージ操作部材の回転角を所定の範囲内に抑えながら、内視鏡
の操作性を損なうことなく、必要なエンゲージ保持力を確保することができる内視鏡の操
作機構と、当該内視鏡の操作機構を具備する内視鏡を提供することである。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様の内視鏡の操作機構は、内視鏡に設けられ
、所定の軸周りへの回転操作により当該内視鏡の操作を行う第１の操作部材と、上記内視
鏡に設けられ、上記所定の軸周りへの回転操作により上記第１の操作部材の回転規制を行
う第２の操作部材と、上記第１の操作部材の内部に設けられ、上記第１の操作部材の回転
を許容する第１の位置と、上記第１の位置から上記所定の軸に沿う方向に離間して上記第
１の操作部材の回転を規制する第２の位置との間で移動可能な可動部材と、上記可動部材
に対して上記所定の軸に沿う方向に所定の間隔を置いて設けられる支持部材と、上記支持
部材と上記可動部材との間に設けられ、上記可動部材が上記第１の位置から上記第２の位
置へと移動する際に上記支持部材と上記可動部材との間で圧縮されて変形し、上記第１の
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操作部材の回転に摩擦力を付与して上記第１の操作部材の回転を規制する摩擦部材と、上
記所定の軸に対して傾斜して設けられ上記可動部材の一部に当接するカム面を有し、上記
第２の操作部材を介した外部からの操作入力を受けて上記可動部材を上記第１の位置と上
記第２の位置との間で移動させるカム部材と、上記カム部材を上記第１の位置又は上記第
２の位置において保持するクリック機構とを具備し、上記カム面による上記可動部材の上
記所定の軸に沿う方向の移動量は、上記可動部材が上記摩擦部材を圧縮する途中で緩やか
になるように変化する。
【００２４】
　また、本発明の一態様の内視鏡は、上記内視鏡の操作機構を備える。
【００２５】
　本発明の他の一態様の内視鏡の操作機構は、内視鏡に設けられ、所定の軸周りへの回転
操作により当該内視鏡の操作を行う第１の操作部材と、上記内視鏡に設けられ、上記所定
の軸周りへの回転操作により上記第１の操作部材の回転規制を行う第２の操作部材と、上
記第１の操作部材の内部に設けられ、上記第１の操作部材の回転を許容する第１の位置と
、上記第１の位置から上記所定の軸に沿う方向に離間して上記第１の操作部材の回転を規
制する第２の位置との間で移動可能な可動部材と、上記可動部材に対して上記所定の軸に
沿う方向に所定の間隔を置いて設けられる支持部材と、上記支持部材と上記可動部材との
間に設けられ、上記可動部材が上記第１の位置から上記第２の位置へと移動する際に上記
支持部材と上記可動部材との間で圧縮されて変形し、上記第１の操作部材の回転に摩擦力
を付与して上記第１の操作部材の回転を規制する摩擦部材と、上記所定の軸に対して傾斜
して設けられ上記可動部材の一部に当接するカム面を有し、上記第２の操作部材を介した
外部からの操作入力を受けて上記可動部材を上記第１の位置と上記第２の位置との間で移
動させるカム部材と、上記可動部材を上記第１の位置に向けて付勢する付勢部材とを具備
し、上記カム面による上記可動部材の上記所定の軸に沿う方向の移動量は、上記可動部材
が上記摩擦部材の圧縮を開始した後に緩やかになるように変化する。
【００２６】
　また、本発明の他の一態様の内視鏡は、上記内視鏡の操作機構を備える。
【００２７】
　本発明によれば、内視鏡の操作機構、特に挿入部の湾曲部の湾曲操作等を行う操作機構
において、内視鏡の操作性を損なうことなく、また、エンゲージ保持力を高める構成を採
った場合にも、エンゲージ状態のオンオフを感知するためのクリック機構によるクリック
感の明瞭化を実現することができる構成を具備した内視鏡の操作機構を提供することがで
きる。
【００２８】
　また、本発明によれば、内視鏡の操作機構、特に挿入部の湾曲部の湾曲操作等を行う操
作機構において、エンゲージ操作部材の回転角が所定の範囲内に抑えながら、内視鏡の操
作性を損なうことなく、必要なエンゲージ保持力を確保することができる内視鏡の操作機
構と、当該内視鏡の操作機構を具備する内視鏡を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第1の実施形態の内視鏡の操作機構を具備する内視鏡の全体構成を示す
外観図
【図２】本発明の第1の実施形態の内視鏡の操作機構のうち上下方向湾曲操作機構の構成
を示す要部拡大分解斜視図
【図３】図２の上下方向湾曲操作機構におけるクリック機構の構成を主に示す要部拡大断
面図
【図４】図２の上下方向湾曲操作機構を構成する構成部材のうちエンゲージカム部材のみ
を取り出して示す要部拡大斜視図
【図５】図２の上下方向湾曲操作機構におけるエンゲージ機構を概念的に示すと共に、エ
ンゲージカム部材のカム面の形状を具体的に示し、エンゲージカム部材（操作部材）の回
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転角と、これに応じてエンゲージ機構による発生されるエンゲージトルクの関係をグラフ
化して示す図
【図６】本発明の第1の実施形態の内視鏡の操作機構のうち左右方向湾曲操作機構の構成
を示す要部拡大分解斜視図
【図７】図６の左右方向湾曲操作機構を構成する構成部材のうちエンゲージカム部材のみ
を取り出して示す要部拡大斜視図
【図８】本発明の第２の実施形態の内視鏡の操作機構のうち上下方向湾曲操作機構の構成
を示す要部拡大分解斜視図
【図９】図８の上下方向湾曲操作機構におけるエンゲージ機構を概念的に示すと共に、エ
ンゲージカム部材のカム面の形状を断面で示す概念図
【図１０】本発明の第２の実施形態の内視鏡の操作機構のうち左右方向湾曲操作機構の構
成を示す要部拡大分解斜視図
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。以下の説明に用いる各図面は模式
的に示すものであり、各構成要素を図面上で認識できる程度の大きさで示すために、各部
材の寸法関係や縮尺等を各構成要素毎に異ならせて示している場合がある。したがって、
本発明は、各図面に記載された各構成要素の数量や各構成要素の形状や各構成要素の大き
さの比率や各構成要素の相対的な位置関係等に関して、図示の形態のみに限定されるもの
ではない。
【００３１】
　なお、以下に説明する各実施形態は、内視鏡の操作機構の一例として、内視鏡の挿入部
の湾曲部を湾曲操作するための湾曲操作機構を例示する。
【００３２】
　［第１の実施形態］
　図１～図７は、本発明の第１の実施形態を示す図である。このうち図１は、本発明の第
１の実施形態の内視鏡の操作機構を具備する内視鏡の全体構成を示す外観図である。
【００３３】
　まず、本発明の第１の実施形態の内視鏡の操作機構を具備する内視鏡の全体構成につい
て、図１を用いて以下に簡単に説明する。
【００３４】
　図１に示すように、内視鏡１は、被検体内に挿入される挿入部２と、挿入部２の挿入方
向（図１の矢印Ｓ方向）の基端側に連設された操作部３と、操作部３から延出されたユニ
バーサルコード８と、ユニバーサルコード８の先端側に設けられたコネクタ９等を具備し
て主に構成されている。
【００３５】
　内視鏡１は、コネクタ９を介して不図示の制御装置や照明装置等の外部装置に電気的に
接続されることによって、全体として内視鏡システムを構成する。
【００３６】
　挿入部２は、先端側から順に連設される先端部１１と、湾曲部１２と、可撓管部１３と
によって構成されている。挿入部２は、挿入方向Ｓに沿って細長管形状に形成されている
。
【００３７】
　先端部１１の内部には、被検体内を観察するための撮像ユニットや、被検体内を照明す
るための照明ユニット等が設けられている（いずれも不図示）。この先端部１１の基端側
に、湾曲部１２が連設されている。
【００３８】
　湾曲部１２は、詳細な図示は省略しているが、例えば複数の湾曲駒が挿入部２の挿入方
向Ｓに沿って連結されて構成されており、操作部３に設けられる操作部材（後述する湾曲
操作ノブ４，６）の正逆回転操作を受けて、操作部３の内部に設けられる湾曲操作機構１



(8) JP WO2018/207434 A1 2018.11.15

10

20

30

40

50

００（詳細後述）を介して、上下左右の四方向への湾曲を自在とする構成部位である。
【００３９】
　そして、湾曲部１２が上下左右に湾曲することによって、先端部１１の撮像ユニットの
観察方向を可変したり、被検体内における先端部１１の挿入性を向上させたりするのに用
いられる。この湾曲部１２の基端側には、可撓管部１３が連設されている。
【００４０】
　可撓管部１３は、湾曲部１２と操作部３との間を連結する細長管形部材である。この可
撓管部１３の内部には、図示を省略しているが、湾曲操作ワイヤや撮像ユニットとの間の
通信線や給電線，照明ユニットとの間の光ファイバ等が挿通配置されている。この可撓管
部１３の基端側には、操作部３が連設されている。
【００４１】
　操作部３は、挿入部２の湾曲部１２を上下左右方向に湾曲させるための湾曲操作機構１
００を内部に有して構成される。この湾曲操作機構１００には、操作部３の外表面上に配
設される複数の湾曲操作部材（符号４，６参照）が含まれる。
【００４２】
　具体的には、複数の湾曲操作部材は、例えば上下方向の湾曲操作を行う際に操作される
上下湾曲操作ノブ４と、左右方向の湾曲操作を行う際に操作される左右湾曲操作ノブ６と
がある。ここで、上下湾曲操作ノブ４と左右湾曲操作ノブ６とは、内視鏡１における湾曲
部１２を動作させるための回転ノブである。
【００４３】
　つまり、これら上下湾曲操作ノブ４及び左右湾曲操作ノブ６は、内視鏡１に設けられ、
所定の軸（図２の回転中心軸Ａｘ参照）周りの正逆方向への回転操作によって、当該内視
鏡１の湾曲操作を行う操作部材である。これら上下湾曲操作ノブ４及び左右湾曲操作ノブ
６を第１の操作部材と呼ぶものとする。
【００４４】
　また、湾曲操作機構１００には、各湾曲操作ノブ（４，６）の回転位置を固定して、湾
曲部１２の所望の湾曲角度を維持するための複数のエンゲージ操作部材（５，７）と、当
該複数のエンゲージ操作部材（５，７）に連動して作用するエンゲージ機構（１０３，１
０４；図１では不図示；詳細後述）が含まれる。
【００４５】
　複数のエンゲージ操作部材（５，７）は、具体的には、例えばエンゲージレバー５と、
エンゲージノブ７とがある。エンゲージレバー５は、上下湾曲操作ノブ４の回転位置を固
定して湾曲部１２の上下方向の所望の湾曲角度を維持し若しくはその固定維持状態を解除
する際に操作する操作部材である。エンゲージノブ７は、左右湾曲操作ノブ６の回転位置
を固定して湾曲部１２の左右方向の所望の湾曲角度を維持し若しくはその固定維持状態を
解除する際に操作する操作部材である。
【００４６】
　つまり、これらエンゲージレバー５及びエンゲージノブ７は、内視鏡１に設けられ、所
定の軸（図２の回転中心軸Ａｘ参照）周りの正逆方向への回転操作によって、各湾曲操作
ノブ（４，６；第１の操作部材）の回転規制を行う操作部材である。これらエンゲージレ
バー５及びエンゲージノブ７を第２の操作部材と呼ぶものとする。
【００４７】
　上記内視鏡１におけるその他の構成は、従来の内視鏡と略同様であるものとして、その
詳細説明は省略する。
【００４８】
　次に、本実施形態の内視鏡の操作機構であって、内視鏡１に具備される湾曲操作機構１
００について、図２～図７を用いて以下に説明する。
【００４９】
　図２は、本発明の第１の実施形態の内視鏡の操作機構のうち上下方向湾曲操作機構の構
成を示す要部拡大分解斜視図である。図３は、図２の上下方向湾曲操作機構におけるクリ
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ック機構の構成を主に示す要部拡大断面図である。なお、図３においては、クリックカム
板が回転した際の作用を同時に示している（二点鎖線参照）。図４は、図２の上下方向湾
曲操作機構を構成する構成部材のうちエンゲージカム部材のみを取り出して示す要部拡大
斜視図である。図５は、エンゲージ機構を概念的に示すと共に、図４のエンゲージカム部
材のカム面の形状を具体的に示し、さらに、エンゲージカム部材（操作部材）の回転角と
、これに応じてエンゲージ機構による発生されるエンゲージトルクの関係をグラフ化して
示す図である。
【００５０】
　また、図６は、本発明の第１の実施形態の内視鏡の操作機構のうち左右方向湾曲操作機
構の構成を示す要部拡大分解斜視図である。図７は、図６の左右方向湾曲操作機構を構成
する構成部材のうちエンゲージカム部材のみを取り出して示す要部拡大斜視図である。
【００５１】
　本実施形態の内視鏡１（図１参照）の湾曲操作機構１００は、内視鏡１の挿入部２の湾
曲部１２を上下方向に湾曲させるための上下方向湾曲操作機構１０１（図２参照）と、同
湾曲部１２を左右方向に湾曲させるための左右方向湾曲操作機構１０２（図６参照）とに
よって構成される。
【００５２】
　上下方向湾曲操作機構１０１は、図２に示すように、上下湾曲操作ノブ４と、上下湾曲
操作ノブ下カバー４ａと、回転軸２１と、エンゲージレバー５と、エンゲージ機構１０３
等によって主に構成されている。
【００５３】
　上下湾曲操作ノブ４は、上下方向の湾曲操作を行う際に操作者が操作する操作部材であ
る。本実施形態における上下湾曲操作ノブ４は回転式の操作部材として例示している。
【００５４】
　上下湾曲操作ノブ下カバー４ａは、上下湾曲操作ノブ４の下面側を覆うカバー部材であ
る。ここで、上下湾曲操作ノブ４と上下湾曲操作ノブ下カバー４ａとを合わせたときに、
当該両者間には所定領域の空間が形成される。この空間内に、エンゲージ機構１０３を含
む上下方向湾曲操作機構１０１の各構成部品が配設されている。
【００５５】
　回転軸２１は、上下湾曲操作ノブ４の回転を、操作部３の内部に設けられるスプロケッ
ト若しくはプーリー（これらも上下方向湾曲操作機構１０１の構成部材であるが不図示）
へと伝達し回転させるための動力伝達部材である。
【００５６】
　そのために、回転軸２１は、一端が上下湾曲操作ノブ４に連結されている一方、他端は
操作部３の外壁面を貫通して、その内部空間に突設されている。この場合において、回転
軸２１は、操作部３の内部から延出する筒状の固定軸２９（図２では不図示；図３参照）
の内部において正逆回転自在に挿通配置されている。なお、回転軸２１及び固定軸２９（
図３参照）は、挿入部２の挿入方向Ｓに対して略直交する方向に沿って配設されている。
【００５７】
　回転軸２１の一端には係合部２１ａが形成されている。この係合部２１ａは、上下湾曲
操作ノブ４の内面側おいて、当該ノブ４の回転中心軸Ａｘ（図２の一点鎖線参照）周りに
形成されている複数の被係合凸部（不図示）に係合している。これにより、上下湾曲操作
ノブ４が回転中心軸Ａｘ周りに回転されると、回転軸２１も連動して同方向に回転するよ
うに構成されている。
【００５８】
　回転軸２１は、上下湾曲操作ノブ４の内部のエンゲージ機構１０３を貫通し、当該上下
湾曲操作ノブ下カバー４ａを貫通して操作部３の内部へと突設されている。
【００５９】
　そして、回転軸２１の他端２１ｂは、操作部３の内部において、不図示のスプロケット
若しくはプーリー（上下方向湾曲操作機構１０１の一部）の回転中心に嵌合している。な
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お、上下方向湾曲操作機構１０１において、スプロケット若しくはプーリー以降の構成に
ついては、従来の一般的な内視鏡における湾曲機構と同様であるものとし、その図示及び
説明は省略する。
【００６０】
　エンゲージレバー５は、エンゲージ機構１０３に作用する操作部材である。このエンゲ
ージレバー５は、上述したように、上下湾曲操作ノブ４の回転位置を固定して湾曲部１２
の上下方向の所望の湾曲角度を維持するエンゲージ状態（エンゲージオン）と、このエン
ゲージ状態（エンゲージオン）の固定維持状態を解除して湾曲操作を自在に行ない得るエ
ンゲージフリー状態（以下フリー状態と略記する。エンゲージオフ）とを切り換え操作す
るための操作部材である。
【００６１】
　本実施形態におけるエンゲージレバー５は、レバー形状の操作部材を例示している。エ
ンゲージレバー５は、クリックカム板２７を固定する円環部５ａと、この円環部５ａの外
周縁の一部から径方向に突設される操作部５ｂとを有して形成されている。
【００６２】
　このエンゲージレバー５は、上下湾曲操作ノブ４の回転中心軸Ａｘ周りに所定の範囲内
で正逆回転自在に配設されている。これにより、操作者は、当該エンゲージレバー５を、
上下湾曲操作ノブ４の回転中心軸Ａｘ周りに所定の範囲内で正逆回転させることによって
、上下湾曲操作ノブ４のエンゲージ状態のオンオフ、即ちエンゲージ状態とフリー状態と
を切り換えることができる。
【００６３】
　エンゲージ機構１０３は、エンゲージレバー５の操作入力を受けて、上下湾曲操作ノブ
４のエンゲージ状態とフリー状態とを実現する機構部である。
【００６４】
　エンゲージ機構１０３は、可動円板２２と、摩擦部材２３と、支持部材２４と、エンゲ
ージカム部材２６と、クリックバネ２５及びクリックカム板２７等を含むクリック機構１
０５等によって主に構成されている。
【００６５】
　可動円板２２は、詳しくは後述するが、上下湾曲操作ノブ４（第１の操作部材）の内部
に設けられ、後述するエンゲージカム部材２６のエンゲージカム部２６ａの作用を受けて
、上下湾曲操作ノブ４（第１の操作部材）の回転を許容する位置（第１の位置という）と
、この第１の位置から回転中心軸Ａｘ（所定の軸）に沿う方向に離間して上下湾曲操作ノ
ブ４（第１の操作部材）の回転を規制する位置（第２の位置という）との間で移動可能な
可動部材である。ここで、可動円板２２が第１の位置にあるとき、上下湾曲操作ノブ４は
フリー状態となる。また、可動円板２２が第２の位置にあるとき、上下湾曲操作ノブ４は
エンゲージ状態となる。
【００６６】
　なお、可動円板２２は、後述するように、回転中心軸Ａｘ周りにおいて非回転であり、
回転中心軸Ａｘに沿う方向に移動自在である。したがって、上記第１の位置及び上記第２
の位置とは、回転中心軸Ａｘに沿う方向における位置をいうものである。
【００６７】
　可動円板２２は、全体として円環形状からなり、外周フランジ部２２ａと、内向フラン
ジ２２ｂと、貫通孔２２ｃと、エンゲージカム挿通部２２ｄとを有して形成されている。
【００６８】
　外周フランジ部２２ａは、摩擦部材２３の内周部２３ｃに嵌合配置される部位である。
また、内向フランジ２２ｂは、摩擦部材２３の内向フランジ２３ｂを、支持部材２４の閉
鎖面２４ｅとの間に挟持する。
【００６９】
　貫通孔２２ｃは、小判形状に形成された貫通孔部である。この貫通孔２２ｃには、固定
軸２９（図２では不図示；図３参照）が挿通する。そのために、固定軸２９は、所定の領



(11) JP WO2018/207434 A1 2018.11.15

10

20

30

40

50

域の断面が小判形状に形成されている。
【００７０】
　なお、固定軸２９において、断面が略小判形状に形成されている部位は、少なくとも可
動円板２２と支持部材２４とが配設される領域のみであればよい。固定軸２９の他の部位
、例えば、図３に示すようにクリックカム板２７（後述）が配設される部位の断面は略円
形状に形成されている。
【００７１】
　このように、可動円板２２の貫通孔２２ｃが貫通して、当該可動円板２２が固定軸２９
に配置される領域において固定軸２９の断面が略小判形状に形成されていることによって
、可動円板２２は、固定軸２９に対して非回転である。これと同時に、同可動円板２２は
、固定軸２９の軸方向（回転中心軸Ａｘ）に沿う方向において移動自在である。
【００７２】
　エンゲージカム挿通部２２ｄは、エンゲージカム部材２６のエンゲージカム部２６ａ（
詳細後述）を挿通する周溝部である。そのために、エンゲージカム挿通部２２ｄは、回転
中心軸Ａｘ周りに沿って円弧形状に形成されている。なお、エンゲージカム挿通部２２ｄ
は、エンゲージカム部材２６のエンゲージカム部２６ａの数（本実施形態では二個）に対
応させて同数だけ（本実施形態では二個）形成されている。
【００７３】
　支持部材２４は、可動円板２２（可動部材）に対して回転中心軸Ａｘ（所定の軸）に沿
う方向に所定の間隔を置いて設けられる支持部材である。
【００７４】
　この支持部材２４は、筒状部２４ｂと、貫通孔２４ｃと、エンゲージカム挿通部２４ｄ
とを有して形成されている。
【００７５】
　筒状部２４ｂは、全体として軸方向に短い筒形状に形成され、軸方向における一方の面
が開口し、他方の面が略閉鎖した閉鎖面２４ｅで構成されている。当該筒状部２４ｂは、
内部にエンゲージカム部材２６の一部と、クリック機構１０５（のクリックバネ２５，ク
リックカム板２７等）を収納配置する収納部として機能している。当該筒状部２４ｂの内
部におけるクリック機構１０５の配置構成は、後述する（図３参照）。
【００７６】
　貫通孔２４ｃは、筒状部２４ｂの他方の面（閉鎖面２４ｅ）の略中央部分において、小
判形状に形成された貫通孔部である。この貫通孔２４ｃには、可動円板２２の貫通孔２２
ｃと同様に、断面も小判形状の固定軸２９（図２では不図示；図３参照）が挿通する。こ
れにより、支持部材２４も、固定軸２９に対して非回転であると同時に、固定軸２９の軸
方向（回転中心軸Ａｘ）に沿う方向には移動自在である。
【００７７】
　エンゲージカム挿通部２４ｄは、可動円板２２のエンゲージカム挿通部２２ｄと同様に
、エンゲージカム部材２６のエンゲージカム部２６ａ（詳細後述）を挿通する周溝部であ
る。このエンゲージカム挿通部２４ｄは、貫通孔２４ｃの周縁近傍において、回転中心軸
Ａｘ周りに沿って円弧形状に形成されている。なお、エンゲージカム挿通部２４ｄは、エ
ンゲージカム部材２６のエンゲージカム部２６ａの数（本実施形態では二個）に対応させ
て同数だけ（本実施形態では二個）形成されている。
【００７８】
　摩擦部材２３は、支持部材２４と可動円板２２（可動部材）との間に設けられ、可動円
板２２が第１の位置から第２の位置へと移動する際に支持部材２４と可動円板２２との間
で圧縮されて変形することにより、上下湾曲操作ノブ４（第１の操作部材）の回転に摩擦
力を付与し、当該上下湾曲操作ノブ４の回転を規制する弾性部材である。
【００７９】
　摩擦部材２３は、円環形状に形成される構成部材である。この摩擦部材２３は、上下湾
曲操作ノブ４の内部空間において、回転中心軸Ａｘと同軸に配設されている。
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【００８０】
　摩擦部材２３の外周溝部２３ａには、Ｏリング（不図示）が配設されている。このＯリ
ング（不図示）は、摩擦部材２３が上下湾曲操作部材４の内部空間に配設されたとき、当
該上下湾曲操作ノブ４の内壁面に対して所定の押圧力をもって当接している。この構成に
より、上下湾曲操作ノブ４がフリー状態にある時には、摩擦部材２３は上下湾曲操作ノブ
４と共に回転するように構成されている。
【００８１】
　また、摩擦部材２３の中心孔部２３ｄの内縁部には、内向フランジ２３ｂが形成されて
いる。この内向フランジ２３ｂは、その上下方向から可動円板２２と支持部材２４とによ
って挟み込まれている。つまり、可動円板２２と支持部材２４とは、摩擦部材２３の内向
フランジ２３ｂを、回転中心軸Ａｘに沿う方向において挟持している。したがって、摩擦
部材２３と、可動円板２２及び支持部材２４は、いずれも回転中心軸Ａｘの同軸上に配設
されている。なお、摩擦部材２３の内周部２３ｃには、可動円板２２の外周フランジ部２
２ａが嵌合配置される。
【００８２】
　エンゲージカム部材２６（カム部材）は、エンゲージレバー５（第２の操作部材）を介
した外部からの操作入力を受けて、回転中心軸Ａｘ周りに回転し、可動円板２２（可動部
材）を第１の位置と第２の位置との間で移動させる。
【００８３】
　そのために、エンゲージカム部材２６は、図２，図４に示すように、エンゲージカム部
２６ａと、支持リング部２６ｂと、貫通孔２６ｃとを有して形成されている。
【００８４】
　支持リング部２６ｂは、円環状に形成された平板部材からなる。この支持リング部２６
ｂは、クリック機構１０５の一部であるクリックカム板２７に固定されている。このクリ
ックカム板２７はエンゲージレバー５の円環部５ａに固定されている。これにより、エン
ゲージカム部材２６は、支持リング部２６ｂを介してクリックカム板２７及びエンゲージ
レバー５と一体に構成されている。したがって、エンゲージレバー５が回転操作されると
、クリックカム板２７及びエンゲージカム部材２６は、エンゲージレバー５と同方向に回
転するように構成されている。
【００８５】
　支持リング部２６ｂの中心部分には貫通孔２６ｃが形成されている。この貫通孔２６ｃ
は固定軸２９を挿通させる孔である。
【００８６】
　エンゲージカム部２６ａは、支持リング部２６ｂの外周縁部から回転中心軸Ａｘと平行
な方向に延出するように立設された複数の腕状部である。エンゲージカム部２６ａは、回
転中心軸Ａｘ（所定の軸）周りに沿って略円筒状に形成されている。本実施形態において
は、エンゲージカム部２６ａを二個設けた例を示している。
【００８７】
　エンゲージカム部２６ａは、可動円板２２（可動部材）を、回転中心軸Ａｘ（所定の軸
）に沿う方向において、所定の第１の位置と所定の第２の位置との間で移動させる構成部
材である。
【００８８】
　そのために、上記エンゲージカム部２６ａは、回転中心軸Ａｘ（所定の軸）に対して傾
斜して設けられたカム面１２６（図４参照；また図５によって詳細後述）を有して形成さ
れている。このカム面１２６は、曲面によって形成されている。また、当該カム面１２６
は、当該エンゲージカム部材２６がエンゲージ機構１０３に組み込まれたとき、可動円板
２２（可動部材）の内向フランジ２２ｂの一部に対して常に、その一部が当接している。
【００８９】
　このような構成により、エンゲージカム部材２６は、エンゲージレバー５（第２の操作
部材）の回転中心軸Ａｘ周りの所定範囲内での正逆回転操作を受けて、クリックカム板２
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７と共に回転中心軸Ａｘ周りの正逆いずれかの方向に回転されるとき、回転中心軸Ａｘに
沿う方向において、可動円板２２を支持部材２４に向けて近付く方向へ移動させ若しくは
可動円板２２を支持部材２４から離れる方向へと移動させる。これにより、エンゲージカ
ム部材２６は、可動円板２２を第１の位置と第２の位置との間で移動させて、エンゲージ
状態のオンオフを切り換える。
【００９０】
　そして、エンゲージカム部材２６は、回転中心軸Ａｘに沿う方向において可動円板２２
を支持部材２４に向けて近付く方向へ移動させるとき、支持部材２４との間で摩擦部材２
３を圧縮する。これにより、摩擦部材２３は径方向に延伸するように変形する。また、エ
ンゲージカム部材２６は、回転中心軸Ａｘに沿う方向において可動円板２２を支持部材２
４から遠ざける方向へ移動させるとき、支持部材２４との間の摩擦部材２３に対する回転
中心軸Ａｘ方向の圧縮力は解除される。これにより、摩擦部材２３は通常形態に復帰して
、摩擦部材２３の外周縁部のＯリングは上下湾曲操作ノブ４の内壁面に対して所定の押圧
力で当接する。この状態では、摩擦部材２３は、上下湾曲操作ノブ４と共に回転する。よ
って、上下湾曲操作ノブ４の回転は阻害されずに回転自在となる。
【００９１】
　一方、上述したように、上記エンゲージカム部材２６は、支持リング部２６ｂを介して
クリック機構１０５の一部であるクリックカム板２７に固定されている。
【００９２】
　ここで、クリック機構１０５は、可動円板２２（可動部材）が第１の位置若しくは第２
の位置のいずれかの位置に配置されたタイミングで、エンゲージレバー５（第２の操作部
材）を操作している操作者に所定のクリック感を付与すると共に、エンゲージカム部材２
６をそのときに位置に保持することによって、可動円板２２の回転中心軸Ａｘ方向におけ
る第１の位置又は第２の位置を保持するための機構ユニットである。
【００９３】
　そのために、クリック機構１０５は、クリックバネ２５と、クリックカム板２７とを有
して構成される。
【００９４】
　このうち、クリックバネ２５は、支持部材２４の内壁面に沿うようにして設けられ、上
記支持部材２４の径方向に弾性力を有する付勢部材であり板バネ部材である。このクリッ
クバネ２５は、その中程の部位において、支持部材２４の内壁面に対して複数箇所（本実
施形態では四箇所）にて、図３に示すように、ビス２５ｘによってビス止め固定されてい
る。そして、クリックバネ２５の両端の自由端部が、自身の弾性力によってクリックカム
板２７の外周縁部に向けて所定の押圧力をもって当接している。なお、クリックバネ２５
の両端には、それぞれに径方向に向けた複数のクリック凸部２５ａが形成されている。
【００９５】
　クリックカム板２７は、上記クリックバネ２５と協働することにより、エンゲージレバ
ー５を操作者が操作する時、所定のタイミングで所定のクリック感を発生させるための機
構ユニットである。
【００９６】
　クリックカム板２７は、エンゲージレバー５の回転中心軸Ａｘ周りへの正逆回転操作に
連動して、当該エンゲージレバー５と同方向に回転自在となるように、支持部材２４の内
部に設けられている。
【００９７】
　クリックカム板２７は、平板状に形成された支持部２７ｂと、この支持部２７ｂの外周
縁部に複数形成されるクリック凹部２７ａと、支持部２７ｂの略中央部分に穿設される貫
通孔２７ｃを有して形成されている。
【００９８】
　支持部２７ｂは、略中央部分に貫通孔２７ｃを有し、この貫通孔２７ｃの周縁部近傍に
おいて、エンゲージレバー５の円環部５ａに固定支持されている。これにより、クリック
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カム板２７は、エンゲージレバー５に一体化され、当該エンゲージレバー５の回転中心軸
Ａｘ周りの正逆回転操作に連動して、同方向に回転するように構成されている。
【００９９】
　支持部２７ｂの外周縁部には複数のクリック凹部２７ａが形成されている。この複数の
クリック凹部２７ａは、クリックバネ２５の複数のクリック凸部２５ａが急激に落ち込む
際に、エンゲージレバー５に所望のクリック感を付与するための構成部である。
【０１００】
　即ち、クリックバネ２５の複数のクリック凸部２５ａは、上述したように、クリックカ
ム板２７の外周縁部に常に当接している。この状態で、上記エンゲージレバー５の回転操
作を受けてクリックカム板２７が回転すると、クリックバネ２５の複数のクリック凸部２
５ａは、クリックカム板２７の外周縁部に当接した状態を維持しながら、当該外周縁部に
沿って相対的に摺動する。このとき、クリックバネ２５のクリック凸部２５ａは、所定の
タイミングで、複数のクリック凹部２７ａの一つに落ち込み、また、これを乗り越えて脱
出する。このように、クリック凸部２５ａがクリック凹部２７ａに急激に落ち込むとき、
エンゲージレバー５に対して、所望のクリック感が発生する。
【０１０１】
　クリックカム板２７の貫通孔２７ｃは、回転軸２１及び固定軸２９を挿通させ貫通孔で
ある。
【０１０２】
　次に、エンゲージカム部材２６のエンゲージカム部２６ａのカム面１２６の形状につい
て、主に図５を用いてさらに詳述する。
【０１０３】
　図５において概念的に示すように、エンゲージカム部材２６のエンゲージカム部２６ａ
のカム面１２６は、連続する二つの傾斜面（１２６ａ，１２６ｂ）と、これら二つの傾斜
面の連続して、回転中心軸Ａｘに直交する二つの平行面（１２６ｃ，１２６ｄ）を有して
形成されている。この場合において、二つの傾斜面のうち一方を第１傾斜面１２６ａと呼
ぶものとし、他方を第２傾斜面１２６ｂと呼ぶものとする。また、二つの平行面のうち一
方を第１平行面１２６ｃと呼び、他方を第２平行面１２６ｄと呼ぶものとする。
【０１０４】
　図５に示す状態は、可動円板２２が第１の位置にある状態を示している。このとき、可
動円板２２の内向フランジ２２ｂの一部は、エンゲージカム部材２６のカム面１２６の第
１平行面１２６ｃに当接している。
【０１０５】
　なお、可動円板２２の内向フランジ２２ｂと支持部材２４の閉鎖面２４ｅとの間には、
摩擦部材２３が配設されているが、図５においては、摩擦部材２３の図示を省略している
。
【０１０６】
　この状態にある時、上下湾曲操作ノブ４は、回転中心軸Ａｘ周りの回転操作がエンゲー
ジ機構１０３によって規制されないフリー状態にある。この状態にある時、上下湾曲操作
ノブ４を用いて湾曲操作が行なわれる。
【０１０７】
　この状態（エンゲージ機構のフリー状態）は、クリック機構１０５の作用によって、つ
まりエンゲージカム部材２６に一体のクリックカム板２７の位置を固定維持することによ
って、保持されている。したがって、これに伴い、可動円板２２も第１の位置に保持され
ている。
【０１０８】
　そして、この状態において、上下湾曲操作ノブ４による湾曲操作位置を固定したいとき
にはエンゲージレバー５が操作される。
【０１０９】
　即ち、エンゲージレバー５が回転中心軸Ａｘ周りの所定の方向（エンゲージ方向という
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）に回転操作されると、これと同時にエンゲージカム部材２６が同方向に回転する。この
とき、図５において、例えばエンゲージカム部材２６が図５の矢印Ｒに沿う方向において
、矢印Ｒ１方向へと回転移動するものとする。
【０１１０】
　すると、可動円板２２は、第１平行面１２６ｃから第１傾斜面１２６ａへと相対的に移
動する（実際に回転するのはエンゲージカム部材２６）。
【０１１１】
　ここで、第１平行面１２６ｃから第１傾斜面１２６ａへと移行するポイント（図５の符
号Ｐ１）においては、クリック機構１０５の作用によってクリック感が発生する。
【０１１２】
　具体的には、クリックカム板２７が回転して、クリックバネ２５のクリック凸部２５ａ
とクリックカム板２７のクリック凹部２７ａとの係合が解除されるのに続けて、同クリッ
ク凸部２５ａが隣接する別のクリック凹部２７ａに落ち込み係合することによってクリッ
ク感が発生する。これにより、可動円板２２が第１の位置から移動して、フリー状態が解
除されエンゲージ状態（エンゲージオン）へ移行したことを、操作者は感知することがで
きる。なお、このポイントでのクリック感は、エンゲージ解除時には、フリー状態（エン
ゲージオフ）となったこと（可動円板２２の第１の位置への配置）の感知でもある。
【０１１３】
　上記第１傾斜面１２６ａは、可動円板２２が第１の位置（エンゲージオフ；フリー状態
）から第２の位置（エンゲージオン；エンゲージ状態）へ向けて移動する際の途中位置Ｐ
２（図５参照）までの領域である。
【０１１４】
　また、上記第２傾斜面１２６ｂは、上記第１傾斜面１２６ａに連続する傾斜面であって
、上記途中位置Ｐ２から第２の位置（エンゲージオン）までの領域である。
【０１１５】
　そして、可動円板２２が第２傾斜面１２６ｂから第２平行面１２６ｄへと移行するポイ
ント（図５の符号Ｐ３）において、クリック機構１０５の作用によって、再度、クリック
感が発生する。これにより、可動円板２２が第２の位置に配置されて、エンゲージ状態（
エンゲージオン）となったことを、操作者は感知することができる。なお、このポイント
でのクリック感は、エンゲージ解除時には、エンゲージ状態（エンゲージオン）が解除さ
れたこと（可動円板２２が第２の位置から移動したこと）の感知でもある。
【０１１６】
　このように、可動円板２２が第１傾斜面１２６ａ，第２傾斜面１２６ｂに沿って回転方
向に相対的に移動するとき、同可動円板２２は、図５の矢印Ｘ１方向に移動して、第１の
位置から第２の位置へ向けて移動する。
【０１１７】
　なお、可動円板２２が第２傾斜面１２６ｂ，第１傾斜面１２６ａに沿って回転方向に相
対的に移動するとき、同可動円板２２は、図５の矢印Ｘ２方向に移動して、第２の位置か
ら第１の位置へ向けて移動する。
【０１１８】
　ここで、図５の矢印Ｘ方向は、回転中心軸Ａｘに沿う方向である。そして、同図矢印Ｘ
１方向は、可動円板２２が支持部材２４へと近付く方向（第１の位置から第２の位置へ向
かう方向）を示している。また、同図矢印Ｘ２方向は、可動円板２２が支持部材２４から
遠ざかる方向（第２の位置から第１の位置へ向かう方向）を示している。
【０１１９】
　このようにして、可動円板２２は、エンゲージカム部材２６のカム面１２６によって、
第１の位置と第２の位置との間を、回転中心軸Ａｘに沿う方向において移動する。
【０１２０】
　この場合において、可動円板２２が第１の位置から第２の位置へと移動するとき（図５
の矢印Ｘ１方向の移動）、可動円板２２と支持部材２４との間の摩擦部材２３は、圧縮さ
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れて径方向に延伸するように変形する。すると、摩擦部材２３の外周溝部２３ａのＯリン
グ（不図示）が上下湾曲操作ノブ４の内壁面（不図示）に向けて、さらに強い押圧力によ
って当接する。これにより、上下湾曲操作ノブ４の回転中心軸Ａｘ周りの回転が規制され
る。
【０１２１】
　上述したように、カム面１２６は、二つの傾斜面（１２６ａ，１２６ｂ）を有して形成
されている。この場合において、上記第２傾斜面１２６ｂの傾斜角度は、上記第１傾斜面
１２６ａの傾斜角度に比べて緩やかになるように形成している。
【０１２２】
　このような構成を採ることにより、カム面１２６による可動円板２２（可動部材）の回
転中心軸Ａｘに沿う方向における移動量は、可動円板２２が摩擦部材２３を圧縮する途中
、即ち可動円板２２が第１の位置から第２の位置へと移動する途中において、具体的には
、図５に示す途中位置Ｐ２において緩やかになるように変化させている。
【０１２３】
　ここで、第１傾斜面１２６ａは第１の位置寄りの領域である。また、第２傾斜面１２６
ｂは第２の位置寄りの領域である。
【０１２４】
　つまり、本実施形態の内視鏡１の湾曲操作機構においては、エンゲージカム部材２６の
エンゲージカム部２６ａのカム面１２６は、第１の位置寄りに形成された第１傾斜面１２
６ａにおいては、エンゲージレバー５の操作回転角に対してエンゲージトルクが急激に変
位する一方、第２の位置寄りに形成された第２傾斜面１２６ｂにおいては、同エンゲージ
レバー５の操作回転角に対してエンゲージトルクが緩やかに推移するように構成している
。
【０１２５】
　このように、本実施形態の内視鏡１の湾曲操作機構においては、カム面１２６による可
動円板２２（可動部材）の回転中心軸Ａｘ（所定の軸）に沿う方向の移動量は、当該可動
円板２２（可動部材）が摩擦部材２３を圧縮する途中において緩やかになるように変化さ
せている。
【０１２６】
　一般に、クリック機構１０５の作用によって生じるクリック感を操作者に対して明瞭に
感知させるための条件は、例えば、次に示すように表される。
【０１２７】
　即ち、クリック機構１０５の作用によりクリック感が発生する際のクリックトルクをΔ
Ｔとし、当該クリックが発生する時点のエンゲージトルクをＴとしたとき、ΔＴ／Ｔ が
大きい程、クリック感を明瞭に感知することができることは周知である。
【０１２８】
　したがって、同じクリック感を発生させるクリック機構を備えた操作機構の場合、クリ
ック感の発生時点におけるエンゲージトルクが大きい程、感知されるクリック感が薄まっ
てしまうという傾向がある。
【０１２９】
　また、可動円板２２を第１の位置と第２の位置との間で移動させるためのエンゲージレ
バー５の回転角を大きくすることで、エンゲージトルクを一定のまま、エンゲージレバー
５の単位回転量あたりのエンゲージトルクの増加量を下げることができる。しかしながら
、操作部材の操作性を考慮すると、エンゲージレバー５の操作回転角を無闇に大きく採る
ことは操作性の劣化となることから、エンゲージレバー５の操作回転角は、所定の範囲内
に設定する必要が生じる。
【０１３０】
　そこで、例えば、エンゲージカム部材２６の作用によって回転中心軸Ａｘに沿う方向に
移動する可動円板２２が第１の位置と第２の位置との間を移動する際のエンゲージトルク
の変位が一定となるような構成を考えると、図５の二点鎖線［Ｂ１］で示すように、カム



(17) JP WO2018/207434 A1 2018.11.15

10

20

30

40

50

面を一定の傾斜を持つ一つの傾斜面で形成する構成が考えられる。このように構成した場
合は、エンゲージトルクは、図５の二点鎖線［Ｂ２］で示すように変位する。この場合、
エンゲージトルクの変位は一定に推移する。そして、このとき、可動円板２２が第２の位
置に配置された時のエンゲージトルクはＴ２で示されている。
【０１３１】
　一方、本実施形態の構成、即ち図５において実線［Ａ１］で示すように、カム面１２６
を二つの傾斜面（１２６ａ，１２６ｂ）で形成した場合のエンゲージトルクの変位は、上
述したように、また図５の実線［Ａ２］で示すように、第１の位置寄りの第１傾斜面１２
６ａにおいては操作部材の操作回転角に対してエンゲージトルクが急激に変位し、第２の
位置寄りに形成された第２傾斜面１２６ｂにおいては同操作部材の操作回転角に対してエ
ンゲージトルクが緩やかに推移する。そして、このとき、可動円板２２が第２の位置に配
置された時のエンゲージトルクはＴ１で示されている。
【０１３２】
　この構成により、可動円板２２が第２傾斜面１２６ｂから第２平行面１２６ｄへと移行
するポイント（図５の符号Ｐ３）、即ち可動円板２２が第２の位置に配置される時点のエ
ンゲージレバー５の回転力量をより小さくすることができる。したがって、この時点で発
生するクリック感は、より感知しやすいものになる。
【０１３３】
　なお、ここまでは、上下方向湾曲操作機構１０１について詳述してきたが、左右方向湾
曲操作機構１０２については、上記上下方向湾曲操作機構１０１と略同様の構成であり、
その作用も略同様である。したがって、左右方向湾曲操作機構１０２については、その構
成を以下に簡単に説明するに留める。
【０１３４】
　左右方向湾曲操作機構１０２は、図６に示すように、左右湾曲操作ノブ６と、左右湾曲
操作ノブ下カバー６ａと、回転軸３１と、エンゲージノブ７と、エンゲージ機構１０４等
によって主に構成されている。
【０１３５】
　エンゲージ機構１０４は、可動円板３２と、摩擦部材３３と、支持部材３４と、エンゲ
ージカム部材３６と、エンゲージ固定軸３８と、クリックバネ３５及びクリックカム板３
７等を含むクリック機構１０６等によって主に構成されている。
【０１３６】
　本実施形態における左右方向湾曲操作機構１０２は、上述の上下方向湾曲操作機構１０
１と基本的には略同様の構成からなる。この場合において、左右方向湾曲操作機構１０２
（図６参照）においては、上下方向湾曲操作機構１０１（図２参照）におけるエンゲージ
レバー５に代えてエンゲージノブ７を設けている点が異なる。
【０１３７】
　また、上記上下方向湾曲操作機構１０１の各構成部材は、基本的には、回転中心軸Ａｘ
に沿う方向に並べて配置する構成を採っている。これと同様に、左右方向湾曲操作機構１
０２の各構成部材についても、回転中心軸Ａｘに沿う方向に並べて配置されている。ただ
し、左右方向湾曲操作機構１０２の各構成部材の配列は、上記上下方向湾曲操作機構１０
１の各構成部材の配列に対して逆順に配列されている点で異なる。
【０１３８】
　したがって、左右方向湾曲操作機構１０２の構成についての以下の説明では、同じ名称
の部材には、図２の符号に１０を加えた符号を付すと共に、形状が多少異なってはいるが
同じ作用を実現し得るものとして、個々の部材の詳細な説明は省略する。
【０１３９】
　左右湾曲操作ノブ６は、左右方向の湾曲操作を行う際に操作者が回転操作する回転式の
操作部材である。
【０１４０】
　左右湾曲操作ノブ下カバー６ａは、左右湾曲操作ノブ６の下面側を覆うカバー部材であ
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る。そして、左右湾曲操作ノブ６と左右湾曲操作ノブ下カバー６ａとの間に形成される空
間内に、エンゲージ機構１０４を含む左右方向湾曲操作機構１０２の各構成部品が配設さ
れている。
【０１４１】
　回転軸３１は、左右湾曲操作ノブ６の回転を、不図示のスプロケット若しくはプーリー
（左右方向湾曲操作機構１０２の一部）へと伝達し回転させるための動力伝達部材である
。
【０１４２】
　回転軸３１は、一端に形成された係合部３１ａが左右湾曲操作ノブ下カバー６ａの回転
中心軸Ａｘ（図６の一点鎖線参照）周りに形成されている複数の被係合凸部６ｂに係合し
ている。これにより、左右湾曲操作ノブ６が左右湾曲操作ノブ下カバー６ａと共に回転中
心軸Ａｘ周りに回転されると、回転軸３１も連動して同方向に回転する。
【０１４３】
　一方、回転軸３１の他端３１ｂは、左右湾曲操作ノブ下カバー６ａ及び操作部３の外壁
面を貫通して、その内部空間に突設されている。なお、回転軸３１は、上記回転軸２１を
挿通し、その内部において回転自在に配設されている。そして、回転軸３１は、左右湾曲
操作ノブ下カバー６ａを貫通して操作部３の内部へと突設されている。
【０１４４】
　エンゲージノブ７は、エンゲージ機構１０４に作用する操作部材である。即ち、当該エ
ンゲージノブ７は、左右湾曲操作ノブ６の回転位置を固定して湾曲部１２の左右方向の所
望の湾曲角度を維持するエンゲージ状態（エンゲージオン）と、このエンゲージ状態（エ
ンゲージオン）の固定維持状態を解除して湾曲操作を自在に行ない得るフリー状態（エン
ゲージオフ）とを切り換え操作するための操作部材である。
【０１４５】
　本実施形態におけるエンゲージノブ７は回転式の操作部材を例示している。このエンゲ
ージノブ７は、左右湾曲操作ノブ６の回転中心軸Ａｘ周りに回転自在に配設されている。
これにより、操作者は、当該エンゲージノブ７を、左右湾曲操作ノブ６の回転中心軸Ａｘ
周りに回転させることによって、左右湾曲操作ノブ６のエンゲージ状態のオンオフ、即ち
エンゲージ状態とフリー状態とを切り換えることができる。
【０１４６】
　エンゲージノブ７は、操作部３から突出する固定軸（不図示）に対して回転自在に設け
られている。エンゲージノブ７の内側面には、後述するクリック機構１０６の一部である
クリックカム板３７（後述）の係合部が係合することにより一体に配設されている。また
、このクリックカム板３７には、エンゲージカム部材３６（後述）が一体にビス等によっ
て固定されている。これにより、クリックカム板３７とエンゲージカム部材３６とは、エ
ンゲージノブ７の回転操作に連動して、同方向に回転するように構成されている。
【０１４７】
　エンゲージ機構１０４は、エンゲージノブ７の操作入力を受けて、左右湾曲操作ノブ６
のエンゲージ状態とフリー状態を実現する機構部である。
【０１４８】
　このエンゲージ機構１０４の構成部材のうち　可動円板３２は、外周フランジ部３２ａ
と、内向フランジ３２ｂと、貫通孔３２ｃと、エンゲージカム挿通部３２ｄとを有して形
成されている。当該可動円板３２の各部位の形状及び作用は、上述の可動円板２２と略同
様である。
【０１４９】
　なお、可動円板３２は、上記可動円板２２と同様に、左右湾曲操作ノブ６（第１の操作
部材）の内部に設けられ、エンゲージカム部材３６のエンゲージカム部３６ａの作用を受
けて、左右湾曲操作ノブ６（第１の操作部材）の回転を許容する位置（第１の位置という
）と、この第１の位置から回転中心軸Ａｘ（所定の軸）に沿う方向に離間して左右湾曲操
作ノブ６（第１の操作部材）の回転を規制する位置（第２の位置という）との間で移動可
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能な可動部材である。ここで、可動円板３２が第１の位置にあるとき、左右湾曲操作ノブ
６はフリー状態となる。また、可動円板３２が第２の位置にあるとき、左右湾曲操作ノブ
６はエンゲージ状態となる。
【０１５０】
　同エンゲージ機構１０４の構成部材のうち支持部材３４は、筒状部３４ｂと、貫通孔３
４ｃと、エンゲージカム挿通部３４ｄとを有して形成されている。当該支持部材３４の各
部位の形状及び作用は、上述の支持部材２４と略同様である。
【０１５１】
　なお、支持部材３４は、可動円板３２（可動部材）に対して回転中心軸Ａｘ（所定の軸
）に沿う方向に所定の間隔を置いて設けられる支持部材である。
【０１５２】
　同エンゲージ機構１０４の構成部材のうち摩擦部材３３は、外周溝部３３ａと、内向フ
ランジ３３ｂと、内周部（不図示）と、中心孔部３３ｄとを有して形成されている。当該
摩擦部材３３の各部位の形状及び作用は、上述の摩擦部材２３と略同様である。
【０１５３】
　なお、摩擦部材３３は、支持部材３４と可動円板３２（可動部材）との間に設けられ、
可動円板３２が第１の位置から第２の位置へと移動する際に支持部材３４と可動円板３２
との間で圧縮されて変形することにより、左右湾曲操作ノブ６（第１の操作部材）の回転
に摩擦力を付与し、当該左右湾曲操作ノブ６の回転を規制する弾性部材である。
【０１５４】
　同エンゲージ機構１０４の構成部材のうちエンゲージ固定軸３８は、左右湾曲操作ノブ
６の内部空間において、可動円板３２と支持部材３４とを非回転とすると共に、可動円板
３２を当該エンゲージ固定軸３８の軸方向（回転中心軸Ａｘ）に沿う方向に移動自在とす
る軸部材である。
【０１５５】
　そのために、エンゲージ固定軸３８は、左右湾曲操作ノブ６の内部空間において、回転
中心軸Ａｘに沿う方向と軸中心が一致するように固定されている。そして、エンゲージ固
定軸３８の中程の部位の断面が略小判形状に形成されている。また、これに合わせて、可
動円板３２の貫通孔３２ｃと支持部材３４の貫通孔３４ｃとが、同様の小判形状に形成さ
れている。そして、エンゲージ固定軸３８に可動円板３２及び支持部材３４の各貫通孔３
２ｃ，３４ｃが挿通している。
【０１５６】
　そして、エンゲージ固定軸３８は、エンゲージカム部材３６の貫通孔３６ｃとクリック
カム板３７の貫通孔３７ｃにも挿通している。このとき、エンゲージ固定軸３８が、エン
ゲージカム部材３６とクリックカム板３７との各貫通孔３６ｃ，３７ｃを挿通する部位の
断面は、略円形状に形成されている。これにより、エンゲージ固定軸３８に対し、エンゲ
ージカム部材３６及びクリックカム板３７は、当該固定軸３８周り（回転中心軸Ａｘ周り
）に回転自在に配設されている。また、エンゲージカム部材３６は、上述したように、ク
リックカム板３７に対し一体となるように固定されている。
【０１５７】
　そして、エンゲージカム部材３６（カム部材）は、エンゲージノブ７（第２の操作部材
）を介した外部からの操作入力（エンゲージノブ７の回転中心軸Ａｘ周りの所定の範囲内
の正逆回転操作による操作入力）を受けて、クリックカム板３７と共に回転中心軸Ａｘ周
りに回転し、可動円板３２（可動部材）を第１の位置と第２の位置との間で移動させて、
左右湾曲操作ノブ６（第１の操作部材）のエンゲージ状態のオンオフを切り換える。
【０１５８】
　そのために、エンゲージカム部材３６は、図６，図７に示すように、エンゲージカム部
３６ａと、支持リング部３６ｂと、貫通孔３６ｃとを有して形成されている。当該エンゲ
ージカム部材３６の各部位の形状及び作用は、上述のエンゲージカム部材２６と略同様で
ある。
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【０１５９】
　したがって、エンゲージノブ７が所定の範囲内で正逆回転操作されると、クリックカム
板３７及びエンゲージカム部材３６は、エンゲージノブ７と同方向に回転するように構成
されている。
【０１６０】
　エンゲージカム部３６ａは、可動円板３２（可動部材）を、回転中心軸Ａｘ（所定の軸
）に沿う方向において、所定の第１の位置と所定の第２の位置との間で移動させる構成部
材である。
【０１６１】
　そのために、上記エンゲージカム部３６ａも、回転中心軸Ａｘ（所定の軸）に対して傾
斜して設けられたカム面１３６（図７参照）を有して形成されている。当該エンゲージカ
ム部３６ａについても、その形状及び作用は、上述のエンゲージカム部２６ａと同様であ
る（なお図５も参照）。
【０１６２】
　一方、上述したように、上記エンゲージカム部材３６は、支持リング部３６ｂを介して
クリック機構１０６の一部であるクリックカム板３７に固定されている。
【０１６３】
　ここで、クリック機構１０６は、可動円板３２（可動部材）が第１の位置若しくは第２
の位置のいずれかの位置に配置されたタイミングで、エンゲージノブ７（第２の操作部材
）を操作している操作者に所定のクリック感を付与すると共に、エンゲージカム部材３６
を第１の位置又は第２の位置においてその位置を保持するための機構ユニットである。
【０１６４】
　そのために、クリック機構１０６は、クリックバネ３５と、クリックカム板３７とを有
して構成される。このうちクリックバネ３５の形状及び作用は、上述のクリックバネ２５
と同様である。また、クリックカム板３７は、若干形状が異なるものの、基本的な構成及
びその作用は、上述のクリックカム板２７と同様である。つまり、クリックカム板３７は
、平板状に形成された支持部３７ｂと、この支持部３７ｂの外周縁部に複数形成されるク
リック凹部３７ａと、支持部３７ｂの略中央部分に穿設される貫通孔３７ｃと、エンゲー
ジノブ７の内側面の被係合部に係合する係合部３７ｄとを有して形成されている。
【０１６５】
　このように構成された本実施形態の内視鏡の操作機構（内視鏡１に具備される湾曲操作
機構１００）を用いて、内視鏡１の挿入部２の湾曲部１２を上下方向に湾曲させるために
は上下湾曲操作ノブ４を所望の方向に回転操作する。また、同湾曲部１２を左右方向に湾
曲させるためには左右湾曲操作ノブ６を所望の方向に回転操作する。これにより、湾曲部
１２を上下若しくは左右方向に湾曲させて、所望の湾曲状態とする。
【０１６６】
　一般に内視鏡１の挿入部２の湾曲部１２は、挿入軸方向に沿う直線形状への復元力を有
している。したがって、各湾曲操作ノブ４，６を操作して湾曲部１２を湾曲状態としたと
きには、その湾曲操作力量を加え続けていなければ、湾曲部１２は直線形状に戻ってしま
う。
【０１６７】
　そこで、従来一般的な内視鏡の湾曲操作機構においては、各湾曲操作ノブの湾曲操作に
よる湾曲状態を固定し維持するためのエンゲージ機構が設けられ、そのエンゲージ操作は
エンゲージレバー，エンゲージノブ等の操作部材が設けられる。
【０１６８】
　内視鏡１において、湾曲部１２の所望の湾曲状態を維持する場合、例えば上下方向の湾
曲状態を維持する場合には、上下湾曲操作ノブ４による湾曲操作を行いながらエンゲージ
レバー５を操作する。また、左右方向の湾曲状態を維持する場合には、左右湾曲操作ノブ
６による湾曲操作を行いながらエンゲージノブ７を操作する。
【０１６９】
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　上下湾曲操作ノブ４を用いて湾曲操作を行うとき、当該上下湾曲操作ノブ４は、エンゲ
ージ機構１０３によってフリー状態（エンゲージオフ状態）とされている。このとき、エ
ンゲージ機構１０３の可動円板２２は第１の位置にある。
【０１７０】
　また、左右湾曲操作ノブ６を用いて湾曲操作を行うとき、当該左右湾曲操作ノブ６は、
エンゲージ機構１０４によってフリー状態（エンゲージオフ状態）とされている。このと
き、エンゲージ機構１０４の可動円板３２は第１の位置にある。
【０１７１】
　この状態において、エンゲージレバー５，エンゲージノブ７を回転中心軸Ａｘ周りにお
いて所定の方向、即ち各湾曲操作ノブ４，６のそれぞれをエンゲージ状態とする方向へと
回転操作する。これにより、エンゲージカム部材２６，３６が回転中心軸Ａｘ周りに回転
し、可動円板２２，３２が回転中心軸Ａｘに沿う方向において第１の位置から第２の位置
へと移動する。すると、各可動円板２２，３２は、各摩擦部材２３，３３を圧縮し径方向
に変形する。これによって各摩擦部材２３，３３は、各湾曲操作ノブ４，６の回転規制を
行う。
【０１７２】
　このとき、各可動円板２２，３２が第１の位置から第２の位置へと移動する際、カム面
１２６の二つの傾斜面１２６ａ，１２６ｂの作用により、途中の位置（図５の符号Ｐ２参
照）にてエンゲージトルクの変位が緩やかになる。そして、各可動円板２２，３２が第２
の位置に配置されるタイミングで、クリック機構１０５，１０６が作用して、所定のクリ
ック感が発生する。これにより、各湾曲操作ノブ４，６は、回転規制された所定のエンゲ
ージ状態となる。
【０１７３】
　このエンゲージ状態を解除するには、エンゲージレバー５，エンゲージノブ７を回転中
心軸Ａｘ周りにおいて所定の方向、即ち各湾曲操作ノブ４，６のそれぞれをエンゲージ状
態を解除する方向（フリー状態とする方向）へと回転操作する。以下、同様の（ただし、
上述したのとは逆順の）作用によって、エンゲージカム部材２６，３６は回転中心軸Ａｘ
周りに回転して、各可動円板２２，３２を回転中心軸Ａｘに沿う方向において第２の位置
から第１の位置へと移動させる。そして、各可動円板２２，３２が第１の位置に配置され
るタイミングで、クリック機構１０５，１０６が作用して、所定のクリック感が発生する
。これにより、各湾曲操作ノブ４，６は、回転規制が解除され、回動自在とされる所定の
フリー状態となる。
【０１７４】
　以上説明したように上記第１の実施形態によれば、エンゲージカム部材２６，３６の回
転作用によって回転中心軸Ａｘに沿う方向において可動円板２２，３２を第１の位置と第
２の位置との間で移動させて、各湾曲操作ノブ４，６のエンゲージ状態のオンオフを行う
ように構成している。この場合において、可動円板２２，３２を回転中心軸Ａｘに沿う方
向へと移動させるためのエンゲージカム部材２６，３６において、エンゲージカム部２６
ａ，３６ａのカム面１２６，１３６を二つの傾斜面（１２６ａ，１２６ｂ（１３６ａ，１
３６ｂ））で形成している。
【０１７５】
　このような構成を採ることにより、本実施形態によれば、エンゲージカム部材２６，３
６の作用によって回転中心軸Ａｘに沿う方向に移動する可動円板２２，３２が第１の位置
と第２の位置との間を移動する際のエンゲージトルクの変位を、途中位置で緩やかにする
ことができる。
【０１７６】
　したがって、これによれば、エンゲージ操作部材５，７の回転範囲を変更することなく
、可動円板２２，３２が第２の位置に配置される時点のエンゲージトルクを、より低くす
ることができる。したがって、この第２の位置にて発生するクリック感を、より感知しや
すいものにすることができる。
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【０１７７】
　さらに、このような構成を採ることによって、エンゲージ保持力をさらに高めた構成と
した場合にも、常に明瞭なクリック感を得ることができ、よって操作者はエンゲージ状態
のオンオフを感知しやすくなる。このことから、当該内視鏡の操作機構を具備する内視鏡
の使用感の向上に寄与することができる。
【０１７８】
　［第２の実施形態］
　次に、本発明の第２の実施形態の内視鏡の操作機構について、以下に説明する。
【０１７９】
　本実施形態の基本的な構成は、上述の第１の実施形態と略同様である。従って、上述の
第１の実施形態と同様の構成については、同じ符号を付して、その説明は省略し、異なる
部分についてのみ、以下に詳述する。
【０１８０】
　図８～図１０は、本発明の第２の実施形態を示す図である。このうち図８は、本発明の
第２の実施形態の内視鏡の操作機構のうち上下方向湾曲操作機構の構成を示す要部拡大分
解斜視図である。図９は、図８に示す上下方向湾曲操作機構におけるエンゲージ機構を概
念的に示すと共に、エンゲージカム部材のカム面の形状を断面で示す概念図である。図１
０は、本発明の第２の実施形態の内視鏡の操作機構のうち左右方向湾曲操作機構の構成を
示す要部拡大分解斜視図である。
【０１８１】
　本発明の第２の実施形態の内視鏡の操作機構を具備する内視鏡の全体構成は、上述の第
１の実施形態と略同様である。従って、内視鏡の全体構成については、図１を参照し、そ
の説明は省略する。
【０１８２】
　次に、本実施形態の内視鏡の操作機構であって、内視鏡１に具備される湾曲操作機構１
００について、図８～図１０と、図３，図４，図７を用いて以下に説明する。
【０１８３】
　本実施形態の内視鏡１（図１参照）の湾曲操作機構１００は、内視鏡１の挿入部２の湾
曲部１２を上下方向に湾曲させるための上下方向湾曲操作機構１０１Ａ（図８参照）と、
同湾曲部１２を左右方向に湾曲させるための左右方向湾曲操作機構１０２Ａ（図１０参照
）とによって構成される。
【０１８４】
　なお、上下方向湾曲操作機構１０１Ａ（図８参照）と、左右方向湾曲操作機構１０２Ａ
（図１０参照）とは、基本的に上述の第１の実施形態と同様の構成からなる。したがって
、以下の説明では異なる部分のみを詳述する。
【０１８５】
　本実施形態において、上下方向湾曲操作機構１０１Ａ（図８参照）のエンゲージ機構１
０３Ａは、可動円板２２と、摩擦部材２３と、可動円板反発用弾性体２３ｅと、支持部材
２４と、エンゲージカム部材２６と、クリックバネ２５及びクリックカム板２７等を含む
クリック機構１０５等によって主に構成されている。
【０１８６】
　可動円板２２と摩擦部材２３との間には、複数の可動円板反発用弾性体２３ｅ（詳細後
述）が介在している。これにより、可動円板２２の内向フランジ２２ｂの一面（摩擦部材
２３の内向フランジ２３ｂに対向する面）と、摩擦部材２３の内向フランジ２３ｂの一面
（可動円板２２の内向フランジ２２ｂに対向する面）とが密着し、吸着してしまうことを
抑止している。
【０１８７】
　また、上記可動円板反発用弾性体２３ｅは、上下湾曲操作ノブ４がフリー状態にあると
きに、上記上下湾曲操作ノブ４と共に回転する摩擦部材２３と、この上下湾曲操作ノブ４
に対して非回転の可動円板２２とによって生じる摩擦負荷を低減して、上下湾曲操作ノブ
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４の回転トルクを低減する役目をしている。
【０１８８】
　内向フランジ２３ｂの一面（可動円板２２の内向フランジ２２ｂに対向する面）には、
回転中心軸Ａｘと平行となる方向に延びるように複数の可動円板反発用弾性体２３ｅが突
設されている。この可動円板反発用弾性体２３ｅは、弾性を有する素材によって、細径の
円柱形状に形成されている。
【０１８９】
　可動円板反発用弾性体２３ｅは、可動円板２２と摩擦部材２３との間に介在することに
よって、可動円板２２と摩擦部材２３とが密着することのないように、両者間の接触面積
を低減させるために配設されている。即ち、可動円板反発用弾性体２３ｅは、可動円板２
２（可動部材）を第１の位置に向けて付勢する付勢部材である。
【０１９０】
　この可動円板反発用弾性体２３ｅを配設することにより、当該可動円板反発用弾性体２
３ｅは、上下湾曲操作ノブ４のエンゲージ状態がオフのとき（フリー状態）に上下湾曲操
作ノブ４が回転操作されるとき、上下湾曲操作ノブ４と共に回転する摩擦部材２３と、こ
の上下湾曲操作ノブ４に対して非回転の可動円板２２との間に生じる摩擦負荷を低減して
、上下湾曲操作ノブ４の回転トルクを低減する役目をしている。
【０１９１】
　つまり、可動円板反発用弾性体２３ｅは、可動円板２２と接触していても、極めて低い
摩擦抵抗しか発生させないので、エンゲージオフ時の上下湾曲操作ノブ４の回転トルクに
ついて、ほとんど影響を与えることはなく、エンゲージオフ時のスムースな回転操作を確
保できるように構成されている。
【０１９２】
　次に、エンゲージカム部材２６のエンゲージカム部２６ａのカム面１２６の形状につい
て、主に図９を用いて詳述する。
【０１９３】
　図９において概念的に示すように、エンゲージカム部材２６のエンゲージカム部２６ａ
のカム面１２６は、連続する二つの傾斜面（１２６ａ，１２６ｂ）と、これら二つの傾斜
面の連続して、回転中心軸Ａｘに直交する二つの平行面（１２６ｃ，１２６ｄ）を有して
形成されている。この場合において、二つの傾斜面のうち一方を第１傾斜面１２６ａと呼
ぶものとし、他方を第２傾斜面１２６ｂと呼ぶものとする。また、二つの平行面のうち一
方を第１平行面１２６ｃと呼び、他方を第２平行面１２６ｄと呼ぶものとする。
【０１９４】
　図９に示す状態は、可動円板２２が第１の位置にある状態（図９の符号２２の実線；符
号［Ｉ］の状態）と、エンゲージ操作が行われて可動円板２２が摩擦部材２３の圧縮を開
始する時点（図９の符号２２の点線；符号［ＩＩ］の状態）とを示している。
【０１９５】
　可動円板２２が第１の位置にあるとき（図９の符号２２の実線）、可動円板２２の内向
フランジ２２ｂの一面は、エンゲージカム部材２６のカム面１２６の第１平行面１２６ｃ
に当接している。また、このとき、内向フランジ２２ｂの他面は、複数の可動円板反発用
弾性体２３ｅに当接している。
【０１９６】
　これにより、可動円板２２の摩擦部材２３への接触が抑止されている。したがって、こ
のとき、可動円板２２と摩擦部材２３との間には若干の隙間があり、両者は直接接触して
いない。
【０１９７】
　この状態にあるとき、上下湾曲操作ノブ４は、回転中心軸Ａｘ周りの回転操作がエンゲ
ージ機構１０３Ａによって規制されないフリー状態にある。つまり、この状態が、上下湾
曲操作ノブ４を用いて湾曲操作を行ない得る状態である。
【０１９８】
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　この状態（エンゲージ機構のフリー状態）は、クリック機構１０５の作用によって、つ
まりエンゲージカム部材２６に一体のクリックカム板２７の位置を固定維持することによ
って保持されている。したがって、これに伴い、可動円板２２も第１の位置に保持されて
いる。
【０１９９】
　そして、この状態において、上下湾曲操作ノブ４による湾曲操作位置を固定したいとき
にはエンゲージレバー５が操作される。
【０２００】
　即ち、エンゲージレバー５が回転中心軸Ａｘ周りの所定の方向（エンゲージ方向という
）に回転操作されると、これと同時にエンゲージカム部材２６が同方向に回転する。この
とき、図９において、例えばエンゲージカム部材２６が図９の矢印Ｒに沿う方向において
、矢印Ｒ１方向へと回転移動するものとする。
【０２０１】
　すると、可動円板２２は、第１平行面１２６ｃから第１傾斜面１２６ａへと相対的に移
動する（実際に回転するのはエンゲージカム部材２６）。
【０２０２】
　ここで、第１平行面１２６ｃから第１傾斜面１２６ａへと移行するポイント（図９の符
号Ｐ１）においては、クリック機構１０５の作用によってクリック感が発生する。
【０２０３】
　具体的には、クリックカム板２７が回転して、クリックバネ２５のクリック凸部２５ａ
とクリックカム板２７のクリック凹部２７ａとの係合が解除されるのに続けて、同クリッ
ク凸部２５ａが隣接する別のクリック凹部２７ａに落ち込み係合することによってクリッ
ク感が発生する。これにより、可動円板２２が第１の位置から移動して、フリー状態が解
除されエンゲージ状態（エンゲージオン）へ移行したことを、操作者は感知することがで
きる。なお、このポイントでのクリック感は、エンゲージ解除時には、フリー状態（エン
ゲージオフ）となったこと（可動円板２２の第１の位置への配置）の感知でもある。
【０２０４】
　上記第１傾斜面１２６ａは、可動円板２２が第１の位置（エンゲージオフ；フリー状態
）から第２の位置（エンゲージオン；エンゲージ状態）へ向けて移動する際の途中位置Ｐ
２（図９参照）までの領域である。
【０２０５】
　この領域内では、可動円板２２は、図９の符号２２の実線で示す位置から、同図９の符
号２２の点線で示す位置まで相対的に移動する。このとき、可動円板２２は、可動円板反
発用弾性体２３ｅを圧縮変形させながら、回転中心軸Ａｘと平行な矢印Ｘに沿う方向であ
って矢印Ｘ１方向に移動する。そして、可動円板２２が上記途中位置Ｐ２（図９参照）に
至ると、当該可動円板２２の他面は摩擦部材２３に当接する。
【０２０６】
　可動円板２２が途中位置Ｐ２（図９参照）にある状態から、さらにエンゲージカム部材
２６が図９の矢印Ｒ１方向へと回転移動すると、可動円板２２は、可動円板反発用弾性体
２３ｅ及び摩擦部材２３を圧縮し変形させながら、図９の矢印Ｘ１方向に移動する。この
とき、可動円板２２は、第２傾斜面１２６ｂのカム面に沿って相対的に移動する（実際に
回転するのはエンゲージカム部材２６）。
【０２０７】
　そして、可動円板２２が第２傾斜面１２６ｂから第２平行面１２６ｄへと移行するポイ
ント（図９の符号Ｐ３）において、クリック機構１０５の作用によって、再度、クリック
感が発生する。これにより、可動円板２２が第２の位置に配置されて、エンゲージ状態（
エンゲージオン）となったことを、操作者は感知することができる。なお、このポイント
でのクリック感は、エンゲージ解除時には、エンゲージ状態（エンゲージオン）が解除さ
れたこと（可動円板２２が第２の位置から移動したこと）の感知でもある。
【０２０８】
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　このように、可動円板２２が第１傾斜面１２６ａ，第２傾斜面１２６ｂに沿って相対的
に移動するとき、同可動円板２２は、図９の矢印Ｘ１方向に移動して、第１の位置から第
２の位置へ向けて移動する。
【０２０９】
　なお、可動円板２２が第２傾斜面１２６ｂ，第１傾斜面１２６ａに沿って相対的に移動
するとき、同可動円板２２は、図９の矢印Ｘ２方向に移動して、第２の位置から第１の位
置へ向けて移動する。
【０２１０】
　ここで、図９の矢印Ｘ方向は、回転中心軸Ａｘに沿う方向である。そして、同図矢印Ｘ
１方向は、可動円板２２が支持部材２４へと近付く方向（第１の位置から第２の位置へ向
かう方向）を示している。また、同図矢印Ｘ２方向は、可動円板２２が支持部材２４から
遠ざかる方向（第２の位置から第１の位置へ向かう方向）を示している。
【０２１１】
　このようにして、可動円板２２は、エンゲージカム部材２６のカム面１２６によって、
第１の位置と第２の位置との間を、回転中心軸Ａｘに沿う方向において移動する。
【０２１２】
　この場合において、可動円板２２が第１の位置から第２の位置へと移動するとき（図９
の矢印Ｘ１方向の移動）、可動円板２２と支持部材２４との間の摩擦部材２３は、圧縮さ
れて径方向に延伸するように変形する。すると、摩擦部材２３の外周溝部２３ａのＯリン
グ（不図示）が上下湾曲操作ノブ４の内壁面（不図示）に向けて、さらに強い押圧力によ
って当接する。これにより、上下湾曲操作ノブ４の回転中心軸Ａｘ周りの回転が規制され
る。
【０２１３】
　上述したように、カム面１２６は、二つの傾斜面（１２６ａ，１２６ｂ）を有して形成
されている。この場合において、上記第２傾斜面１２６ｂの傾斜角度は、上記第１傾斜面
１２６ａの傾斜角度に比べて緩やかになるように形成している。
【０２１４】
　このような構成を採ることにより、カム面１２６による可動円板２２（可動部材）の回
転中心軸Ａｘに沿う方向における移動量は、可動円板２２が摩擦部材２３の圧縮を開始し
た後、即ち可動円板２２が第１の位置から第２の位置へと移動する途中において、可動円
板２２が摩擦部材２３に当接した後に、具体的には、図９に示す途中位置Ｐ２を通過した
後において緩やかになるように変化させている。
【０２１５】
　ここで、エンゲージカム部材２６（エンゲージ操作部材５，７）の回転角を、所定の範
囲に規定するものとすると、カム面において傾斜を設ける領域は、例えば図９に示す符号
Ｃで示す領域である。
【０２１６】
　本実施形態の内視鏡の湾曲操作機構においては、上述したように、カム面１２６の傾斜
を設ける領域（図９の符号Ｃで示す範囲の領域）内に二つの傾斜面が形成される（図９の
実線で示すカム面の符号［Ａ］参照）。この場合において、第１傾斜面１２６ａは第１の
位置寄りの領域（図９の符号Ｃ１で示す範囲の領域）であり、第２傾斜面１２６ｂは第２
の位置寄りの領域（図９の符号Ｃ２で示す範囲の領域）である。そして、このうち可動円
板２２が摩擦部材２３を圧縮変形して、エンゲージトルクを生じさせるのは、第２傾斜面
１２６ｂの領域（図９の符号Ｃ２）である。
【０２１７】
　一方、従来一般的な内視鏡の湾曲操作機構においては、カム面が、例えば一つの傾斜面
で形成されるものとすると、この場合、図９の二点鎖線（図９の符号［Ｂ］）で示すよう
なものとなる。
【０２１８】
　このような従来構成では、エンゲージカム部材２６が回転して、可動円板２２が矢印Ｘ
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１方向に移動するとき、同図９の所定位置Ｐ４に至ったときに摩擦部材２３の圧縮が開始
される（図９の二点鎖線）。したがって、摩擦部材２３の圧縮が開始される時点Ｐ４から
、可動円板２２が第２の位置に配置されるポイントＰ３までの間の領域（図９の符号Ｃ３
で示す範囲の領域）に、必要となるエンゲージトルクが付与されなければならない。する
と、摩擦部材２３の圧縮が開始された後のカム面の傾斜は急激なものとなり、操作力量も
重たくなってしまう。
【０２１９】
　これに対して、本実施形態の内視鏡１の湾曲操作機構においては、エンゲージカム部材
２６のエンゲージカム部２６ａのカム面１２６は、第１の位置寄りに形成された第１傾斜
面１２６ａにおいては、エンゲージレバー５の回転操作を行っているにも関わらず、未だ
エンゲージトルクがかからない領域としている。この領域では、少ない回転角で、可動円
板２２が所定の移動量を確保できるようにカム面の傾斜を急傾斜としている。一方、第２
の位置寄りに形成された第２傾斜面１２６ｂにおいては、同エンゲージレバー５の操作回
転角に対してエンゲージトルクが緩やかに推移するように構成している。
【０２２０】
　このように、本実施形態の内視鏡１の湾曲操作機構においては、カム面１２６による可
動円板２２（可動部材）の回転中心軸Ａｘ（所定の軸）に沿う方向の移動量は、当該可動
円板２２（可動部材）が摩擦部材２３の圧縮を開始した後において緩やかになるように変
化させている。
【０２２１】
　これにより、本実施形態の構成によれば、エンゲージカム部材２６（エンゲージ操作部
材５，７）の回転角を大きくせずに、所定の範囲の回転角を維持しながらも、エンゲージ
トルクを緩やかにすることができ、よってエンゲージ操作の操作性を損ねることがない。
【０２２２】
　なお、ここまでは、上下方向湾曲操作機構１０１Ａについて詳述してきたが、左右方向
湾曲操作機構１０２Ａについては、上記上下方向湾曲操作機構１０１Ａと略同様の構成で
あり、その作用も略同様である。
【０２２３】
　また、本実施形態における上下方向湾曲操作機構１０１Ａ（図８）の構成と左右方向湾
曲操作機構１０２Ａ（図１０）の構成との関係は、上述の第1の実施形態における上下方
向湾曲操作機構１０１（図２）の構成と左右方向湾曲操作機構１０２（図６）の構成との
関係と略同様である。したがって、本実施形態における左右方向湾曲操作機構１０２Ａに
ついては、その構成を以下に簡単に説明するに留める。
【０２２４】
　本実施形態において左右方向湾曲操作機構１０２Ａ（図１０参照）のエンゲージ機構１
０４Ａは、可動円板３２と、摩擦部材３３と、可動円板反発用弾性体３３ｅと、支持部材
３４と、エンゲージカム部材３６と、エンゲージ固定軸３８と、クリックバネ３５及びク
リックカム板３７等を含むクリック機構１０６等によって主に構成されている。
【０２２５】
　本実施形態における左右方向湾曲操作機構１０２Ａは、上述の上下方向湾曲操作機構１
０１Ａと基本的には略同様の構成からなる。この場合において、左右方向湾曲操作機構１
０２Ａ（図１０参照）においては、上下方向湾曲操作機構１０１Ａ（図８参照）における
エンゲージレバー５に代えてエンゲージノブ７を設けている点が異なる。
【０２２６】
　また、上記上下方向湾曲操作機構１０１Ａの各構成部材は、基本的には、回転中心軸Ａ
ｘに沿う方向に並べて配置する構成を採っている。これと同様に、左右方向湾曲操作機構
１０２Ａの各構成部材についても、回転中心軸Ａｘに沿う方向に並べて配置されている。
ただし、左右方向湾曲操作機構１０２Ａの各構成部材の配列は、上記上下方向湾曲操作機
構１０１Ａの各構成部材の配列に対して逆順に配列されている点で異なる。
【０２２７】
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　可動円板３２と摩擦部材３３との間には、複数の可動円板反発用弾性体３３ｅが介在し
ている。この可動円板反発用弾性体３３ｅは、可動円板３２の一面と、摩擦部材２３の一
面とが密着し、吸着してしまうことを抑止して、左右湾曲操作ノブ６がフリー状態にある
ときに、当該左右湾曲操作ノブ６と共に回転する摩擦部材３３と、この左右湾曲操作ノブ
６に対して非回転の可動円板３２とによって生じる摩擦負荷を低減し、左右湾曲操作ノブ
６の回転トルクを低減する。その他の構成は、上下方向湾曲操作機構１０１Ａと略同様で
ある。　以上説明したように上記第２の実施形態によれば、上述の第１の実施形態と同様
に、エンゲージカム部材２６，３６の回転作用によって回転中心軸Ａｘに沿う方向におい
て可動円板２２，３２を第１の位置と第２の位置との間で移動させて、各湾曲操作ノブ４
，６のエンゲージ状態のオンオフを行うように構成している。この場合において、可動円
板２２，３２を回転中心軸Ａｘに沿う方向へと移動させるためのエンゲージカム部材２６
，３６において、エンゲージカム部２６ａ，３６ａのカム面１２６，１３６を二つの傾斜
面（１２６ａ，１２６ｂ（１３６ａ，１３６ｂ））で形成している。
【０２２８】
　そして、本実施形態においては、さらに、第１傾斜面１２６ａ（１３６ａ）において、
可動円板反発用弾性体２３ｅ，３３ｅを圧縮するのみの領域としてカム面を急傾斜に形成
すると共に、可動円板２２，３２が摩擦部材２３，３３の圧縮を開始した後の第２傾斜面
１２６ｂ（１３６ｂ）は、カム面を緩やかになるよう形成している。
【０２２９】
　このような構成を採ることにより、本実施形態によれば、上述の第１の実施形態と同様
の効果を得ることができると共に、さらなる回転操作トルクの低減化を実現できる。
【０２３０】
　なお、エンゲージオフ時の各湾曲操作ノブ４，６の回転操作性をより円滑化させ、かつ
安定化させるために、例えば可動円板２２，３２と摩擦部材２３，３３との間に、摺動性
を高めるための潤滑剤等を塗布する構成を採ってもよい。
【０２３１】
　上述したように、本実施形態においては、可動円板２２，３２と摩擦部材２３，３３と
の間に可動円板反発用弾性体２３ｅ，３３ｅを介在させることによって、エンゲージオフ
時（フリー状態のとき）の各湾曲操作ノブ４，６の回転操作トルクの低減化を図っている
。
【０２３２】
　この場合において、可動円板反発用弾性体２３ｅ，３３ｅによる弾性力（反発力）が小
さい場合、エンゲージ機構をエンゲージオン状態からフリー状態へと切り換えたときに、
上記潤滑剤等による吸着力が働いて、可動円板２２，３２と摩擦部材２３，３３とが張り
付いた状態になる可能性がある。このような状態では、各湾曲操作ノブ４，６は、湾曲操
作可能なフリー状態となっていても、可動円板２２，３２と摩擦部材２３，３３との間に
摩擦負荷が発生して、各湾曲操作ノブ４，６の回転操作トルクが増加してしまうことにな
る。
【０２３３】
　そこで、このことを考慮して、可動円板２２，３２に対する摩擦部材２３，３３の接触
面（摺動面）の形状工夫して、両部材間（摺動面）に空気が入り込み易く、可動円板２２
，３２との吸着が発生しないような形状とするのが望ましい。具体的には、例えば、摩擦
部材２３，３３の可動円板２２，３２との接触面の断面形状を、図９の二点鎖線（符号２
３ｆ）で示すように、断面がＲ形状となるように構成すればよい。
【０２３４】
　このような構成とすれば、可動円板反発用弾性体２３ｅ，３３ｅの弾性力（反発力）が
小さくても、可動円板２２，３２と摩擦部材２３，３３との吸着を抑止し、エンゲージオ
フ時（フリー状態のとき）の各湾曲操作ノブ４，６の操作性を常に円滑かつ安定したもの
とすることができる。
【０２３５】
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　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲内
において種々の変形や応用を実施することができることは勿論である。さらに、上記実施
形態には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な
組み合わせによって、種々の発明が抽出され得る。例えば、上記一実施形態に示される全
構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題が解決でき
、発明の効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され
得る。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。この発明は
、添付のクレームによって限定される以外にはそれの特定の実施態様によって制約されな
い。
【０２３６】
　本出願は、２０１７年５月９日に日本国に出願された日本国特許出願２０１７－０９３
１０１号と、２０１７年５月９日に日本国に出願された日本国特許出願２０１７－０９３
１０２号とを優先権主張の基礎として出願するものである。
【０２３７】
　上記各号の基礎出願により開示された内容は、本願の明細書と請求の範囲と図面に引用
されているものである。
【産業上の利用可能性】
【０２３８】
　本発明は、医療分野の内視鏡制御装置だけでなく、工業分野の内視鏡制御装置にも適用
することができる。

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年6月28日(2018.6.28)
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　この発明は、内視鏡の操作部に設けられ、内視鏡の挿入部の湾曲部の湾曲操作等を行う
ための内視鏡の操作機構に関するものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　また、本発明の他の目的は、内視鏡の操作機構、特に挿入部の湾曲部の湾曲操作等を行
う操作機構において、エンゲージ操作部材の回転角を所定の範囲内に抑えながら、内視鏡
の操作性を損なうことなく、必要なエンゲージ保持力を確保することができる内視鏡の操
作機構を提供することである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様の内視鏡の操作機構は、内視鏡に設けられ
、所定の軸周りに回転操作されることにより当該内視鏡の操作を行う第１の操作部材と、
上記内視鏡に設けられ、上記所定の軸周りに回転操作されることにより上記第１の操作部
材の回転規制を行う第２の操作部材と、上記第１の操作部材の内部に設けられ、上記第１
の操作部材の回転を許容する第１の位置と、上記第１の位置から上記所定の軸に沿う方向
に離間して上記第１の操作部材の回転を規制する第２の位置との間で移動可能な可動部材
と、上記可動部材に対して上記所定の軸に沿う方向に所定の間隔を置いて設けられる支持
部材と、上記支持部材と上記可動部材との間に設けられ、上記可動部材が上記第１の位置
から上記第２の位置へと移動する際に上記支持部材と上記可動部材との間で圧縮されて変
形し、上記第１の操作部材の回転に摩擦力を付与して上記第１の操作部材の回転を規制す
る摩擦部材と、上記所定の軸に対して傾斜して設けられ上記可動部材の一部に当接するカ
ム面を有し、上記第２の操作部材を介した外部からの操作入力を受けて上記可動部材を上
記第１の位置と上記第２の位置との間で移動させるカム部材と、上記カム部材を上記第１
の位置又は上記第２の位置において保持するクリック機構とを具備し、上記カム面による
上記可動部材の上記所定の軸に沿う方向の移動量は、上記可動部材が上記摩擦部材を圧縮
する途中で緩やかになるように変化する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　本発明の他の一態様の内視鏡の操作機構は、内視鏡に設けられ、所定の軸周りに回転操
作されることにより当該内視鏡の操作を行う第１の操作部材と、上記内視鏡に設けられ、
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上記所定の軸周りに回転操作されることにより上記第１の操作部材の回転規制を行う第２
の操作部材と、上記第１の操作部材の内部に設けられ、上記第１の操作部材の回転を許容
する第１の位置と、上記第１の位置から上記所定の軸に沿う方向に離間して上記第１の操
作部材の回転を規制する第２の位置との間で移動可能な可動部材と、上記可動部材に対し
て上記所定の軸に沿う方向に所定の間隔を置いて設けられる支持部材と、上記支持部材と
上記可動部材との間に設けられ、上記可動部材が上記第１の位置から上記第２の位置へと
移動する際に上記支持部材と上記可動部材との間で圧縮されて変形し、上記第１の操作部
材の回転に摩擦力を付与して上記第１の操作部材の回転を規制する摩擦部材と、上記所定
の軸に対して傾斜して設けられ上記可動部材の一部に当接するカム面を有し、上記第２の
操作部材を介した外部からの操作入力を受けて上記可動部材を上記第１の位置と上記第２
の位置との間で移動させるカム部材と、上記可動部材を上記第１の位置に向けて付勢する
付勢部材とを具備し、上記カム面による上記可動部材の上記所定の軸に沿う方向の移動量
は、上記可動部材が上記摩擦部材の圧縮を開始した後に緩やかになるように変化する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　また、本発明によれば、内視鏡の操作機構、特に挿入部の湾曲部の湾曲操作等を行う操
作機構において、エンゲージ操作部材の回転角が所定の範囲内に抑えながら、内視鏡の操
作性を損なうことなく、必要なエンゲージ保持力を確保することができる内視鏡の操作機
構を提供することができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正９】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡に設けられ、所定の軸周りに回転操作されることにより当該内視鏡の操作を行う
第１の操作部材と、
　上記内視鏡に設けられ、上記所定の軸周りに回転操作されることにより上記第１の操作
部材の回転規制を行う第２の操作部材と、
　上記第１の操作部材の内部に設けられ、上記第１の操作部材の回転を許容する第１の位
置と、上記第１の位置から上記所定の軸に沿う方向に離間して上記第１の操作部材の回転
を規制する第２の位置との間で移動可能な可動部材と、
　上記可動部材に対して上記所定の軸に沿う方向に所定の間隔を置いて設けられる支持部
材と、
　上記支持部材と上記可動部材との間に設けられ、上記可動部材が上記第１の位置から上
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記第２の位置へと移動する際に上記支持部材と上記可動部材との間で圧縮されて変形し、
上記第１の操作部材の回転に摩擦力を付与して上記第１の操作部材の回転を規制する摩擦
部材と、
　上記所定の軸に対して傾斜して設けられ上記可動部材の一部に当接するカム面を有し、
上記第２の操作部材を介した外部からの操作入力を受けて上記可動部材を上記第１の位置
と上記第２の位置との間で移動させるカム部材と、
　上記カム部材を上記第１の位置又は上記第２の位置において保持するクリック機構と、
　を具備し、
　上記カム面による上記可動部材の上記所定の軸に沿う方向の移動量は、上記可動部材が
上記摩擦部材を圧縮する途中で緩やかになるように変化することを特徴とする内視鏡の操
作機構。
【請求項２】
　上記第１の操作部材は、上記内視鏡における湾曲部を動作させるための回転ノブである
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡の操作機構。
【請求項３】
　上記カム部材は、上記所定の軸周りに沿って円筒状に形成されていることを特徴とする
請求項１に記載の内視鏡の操作機構。
【請求項４】
　上記カム部材の上記カム面は二つの傾斜面を備えていることを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡の操作機構。
【請求項５】
　上記カム部材の上記カム面は曲面によって形成されていることを特徴とする請求項１に
記載の内視鏡の操作機構。
【請求項６】
　内視鏡に設けられ、所定の軸周りに回転操作されることにより当該内視鏡の操作を行う
第１の操作部材と、
　上記内視鏡に設けられ、上記所定の軸周りに回転操作されることにより上記第１の操作
部材の回転規制を行う第２の操作部材と、
　上記第１の操作部材の内部に設けられ、上記第１の操作部材の回転を許容する第１の位
置と、上記第１の位置から上記所定の軸に沿う方向に離間して上記第１の操作部材の回転
を規制する第２の位置との間で移動可能な可動部材と、
　上記可動部材に対して上記所定の軸に沿う方向に所定の間隔を置いて設けられる支持部
材と、
　上記支持部材と上記可動部材との間に設けられ、上記可動部材が上記第１の位置から上
記第２の位置へと移動する際に上記支持部材と上記可動部材との間で圧縮されて変形し、
上記第１の操作部材の回転に摩擦力を付与して上記第１の操作部材の回転を規制する摩擦
部材と、
　上記所定の軸に対して傾斜して設けられ上記可動部材の一部に当接するカム面を有し、
上記第２の操作部材を介した外部からの操作入力を受けて上記可動部材を上記第１の位置
と上記第２の位置との間で移動させるカム部材と、
　上記可動部材を上記第１の位置に向けて付勢する付勢部材と、
　を具備し、
　上記カム面による上記可動部材の上記所定の軸に沿う方向の移動量は、上記可動部材が
上記摩擦部材の圧縮を開始した後に緩やかになるように変化することを特徴とする内視鏡
の操作機構。
【請求項７】
　上記第１の操作部材は、上記内視鏡における湾曲部を動作させるための回転ノブである
ことを特徴とする請求項６に記載の内視鏡の操作機構。
【請求項８】
　上記カム部材は、上記所定の軸周りに沿って円筒状に形成されていることを特徴とする
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請求項６に記載の内視鏡の操作機構。
【請求項９】
　上記カム部材の上記カム面は二つの傾斜面を備えていることを特徴とする請求項８に記
載の内視鏡の操作機構。
【請求項１０】
　上記カム部材の上記カム面は曲面によって形成されていることを特徴とする請求項８に
記載の内視鏡の操作機構。
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【国際調査報告】
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摘要(译)

根据本发明的内窥镜的操作机构包括绕轴线Ax旋转的第一操作构件4，通
过绕轴线旋转来调节第一操作构件的旋转的第二操作构件5，以及第一操
作构件的旋转可动构件22在允许第一操作构件移动的第一位置和轴向限
制第一操作构件从第一位置旋转的第二位置之间移动;以及支撑构件，其
设置成与可动构件轴向分离如图24所示，当可动构件从第一位置移动到
第二位置时，在支撑构件和可动构件之间压缩变形的摩擦力对第一操作
构件的旋转施加摩擦力以限制第一操作构件的旋转凸轮构件26具有构件
23和与可动构件接触的凸轮表面126，用于接收来自第二操作构件的外部
输入，以使可动构件在第一位置和第二位置之间移动;并且，咔哒机构
105保持在第二位置，可动构件通过凸轮表面的轴向移动量使可动构件压
缩摩擦构件它变得缓和中间。
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